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Ⅰ．自動車分解整備事業の業務について

1 ．整備主任者の職制について 

（１）整備主任者とは
　自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事
業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならない旨が法令に規定されています。
　この場合、自動車分解整備事業者は、事業場ごとに分解整備に従事する従業員であって一級又は
二級の自動車整備士資格を有している者のうちから少なくとも一人を選び、当該事業場で実施され
る分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項について統括管理をさせなければならない旨が
法令に規定されおり、この統括管理を行う者を「整備主任者」といいます。

道路運送車両法施行規則（抜粋）

（自動車分解整備事業者の遵守事項）
第62条の２の２
（５）事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であって一級又は二級の
自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも一人に分解整備及び法第91条の分解
整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること（自ら統括管理する場合を含む。）ただ
し、当該事項を統括管理する者（以下「整備主任者」という。）は他の事業場の整備主任者に
なることができない。

（２）整備主任者の届出について
　自動車分解整備事業者に対し、分解整備を実施する場合の保安基準適合義務及び分解整備記録簿
の記載に関する事項を統括管理する者として、一級又は二級自動車整備士から少なくとも一人の整
備主任者の届出が義務付けられております。自動車分解整備事業者は、整備主任者の選任・減員及
び変更が生じた場合には、その変更等があった日から15日以内に運輸支局長に届出をしなければな
りません。
　また、整備主任者（変更・減員）届出書（第６号様式）に必要事項を記入し、新たに選任する場
合には、一級又は二級の自動車整備士の資格を有していることを確認することができる書面（自動
車整備士技能検定合格証書、自動車整備士技能検定証明書、自動車整備技能者手帳等）が必要とな
ります。
　なお、二級自動車シャシ整備士は、原動機の分解整備を対象としている事業場にあっては整備主
任者として選任することはできません。
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道路運送車両法施行規則（抜粋）

（自動車分解整備事業者の遵守事項）
第62条の２の２
２　自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業
の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあった日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支
局長に届け出なければならない。
（１）届出者の氏名又は名称及び住所
（２）整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
（３）整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日
３　前項の届出書には、同項第３号の者が一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格し
たことを証する書面を添付しなければならない。
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初めて認証を受けた年月日を記載する。

事業場名と事業場の所在地を記載する。

個人事業者の場合は、個人名と住所
法人事業者の場合は、法人名及び代表者名と
本社所在地を記載する。

一級又は二級整備士資格を確認することがで
きる書面（自動車整備士技能検定合格証書・
自動車整備士技能検定合格証明書・自動車整
備技能者手帳等）が必要となります。

現在までに整備主任者として届出している
者、新たに選任した者も含めて記載する。
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（３）整備主任者の業務について
　自動車分解整備事業者及び整備主任者に対して適正な整備水準を維持し、車両の保安基準適合性
を確保する上で支障のないよう「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備主任者
制度等の取扱いについて」（平成10年11月19日付け自技第232号、自整第177号）が発出され、分解
整備を行う場合の整備主任者の保安基準適合義務及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管
理するために行う業務の例として以下のとおり示されております。

整備主任者の業務
　 ①分解整備後のできばえ確認業務
　 ②分解整備の作業管理に関する業務
　 ③分解整備記録簿の記載及び保存に関する業務

　また、分解整備に係る部分の保安基準への適合性の確保は事業者の義務として道路運送車両法に
規定されており、分解整備に関する事項を統括管理する整備主任者には責務として課せられること
となります。

道路運送車両法

（自動車分解整備事業者の義務）
第90条　自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備
に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。

（４）分解整備記録簿について
　自動車の分解整備を行う事業場は、分解整備記録簿を備え置き、分解整備を実施した際には、整
備の概要等必要事項を分解整備記録簿に記載して自動車使用者に対し、その写しを交付するととも
に、事業場控を二年間保存することが義務付けられています。
　なお、分解整備記録簿については自動車使用者からの請求の有無にかかわらず、分解整備記録簿
の写しを交付することが事業者の義務となっており、整備内容を把握し、その後の整備に活用する
とともに自動車使用者の保守管理意識の醸成等に役立てることが必要と考えられます。
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道路運送車両法

（分解整備記録簿）
第91条　自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに
次に掲げる事項を記載しなければならない。
（１）登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条第１項後段の車両番号の指定を受けた自
動車にあっては車両番号、その他自動車にあっては車台番号
（２）分解整備の概要
（３）分解整備を完了した年月日
（４）依頼者の氏名又は名称及び住所
（５）その他国土交通省で定める事項

道路運送車両法施行規則
（分解整備記録簿の記載事項）
　第62条の２　法第91項第５号の国土交通省令で定める事項は、次のとおり
とする。
（１）分解整備時の総走行距離
（２）第62条の２の２第１項第５号に規定する整備主任者の氏名
（３）自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

２　自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した
分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
３　分解整備記録簿は、その記載の日から２年間保存しなければならない。

道路運送車両法施行規則第３条に規定されている（分解整備の定義）
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（５）整備主任者の研修について
　自動車分解整備事業者は、事業場の整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、整備
主任者に当該研修を受けさせなければなりません。
　また、研修を受講することにより、法令改正や自動車に関する新機構、整備に関する新技術等に
対応し、整備主任者として確実な業務を行うことができるよう努める必要があります。

道路運送車両法施行規則（抜粋）

（自動車分解整備事業者の遵守事項）
第62条の２の２
（６）運輸監理部長又は運輸支局長から整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、
整備主任者に当該研修を受けさせること。

（６）整備主任者に期待される役割について
　自動車の分解整備を事業として運営するにあたり、自動車に関連するサービス業の一員として整
備主任者には以下のような役割が期待されることから、今後の事業運営の参考としてください。
　①窓口受付（フロント）としての役割　
・受付
依頼者の要望を十分に確認し把握する必要があります。
・現車の状態確認
不具合箇所・保安基準不適合箇所等を的確に判断し、自動車の使用状況等に関して点検整備記
録簿や依頼者からの問診により把握する必要があります。
・概算見積り
依頼者に見積りをするにあたり、必要と思われる作業内容に関し、丁寧な説明を行うとともに、
追加作業が発生した場合においても作業前にその了承を得た後、作業にかかるなど整備料金に
ついても書面で提示して適確な対応が必要です。

参考１ 　点検・整備に係る料金をお客様に判りやすいように表示してありますか？

　自動車の種別及び定期点検時期別に区分された整備料金表を作成し、依頼者が見易いよう
に掲示されていることが必要です。
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参考２ 　  自動車検査証・限定自動車検査証・登録識別情報等通知書・軽自動車検査証返納証明書
の記載内容を確認していますか？

・入庫した車両の自動車検査証ですか？
・現車の状態と自動車検査証等の記載内容に変更はありませんか？
・自動車検査証等の備考欄に記載されている内容は確認しましたか？

参考３ 　概算見積書を交付する必要はありませんか？

　定期点検・車検の依頼を受けた際には、必ず概算見積書を交付する必要があります。
　また、作業過程において見積額の変更を伴う整備の必要性が生じた場合は、依頼者に対し
て追加整備の必要性を説明し、了承が得られてから作業を実施するようにしてください。そ
の際は見積書（控）に変更内容及び了承年月日を記載しておくとよいです。

参考４ 　点検整備記録簿等に記載漏れや間違いはありませんか？

　点検項目はもれなく実施しているか、依頼のあった作業は確実に実施しているか、依頼（了
承）されていない作業を行なっていないか等、 点検整備記録簿と請求書の内容が合致している
ことを必ず確認してください。
　また、納車時には、点検整備記録簿と請求書をもとに点検整備結果を依頼者に説明するよ
うにしてください。
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参考５ 　分解整備記録簿の交付が必要な作業ではありませんか？

　部品交換や部品取付けなど車検・定期点検以外で依頼された作業が、分解整備を伴う作業
ではありませんか、納車の前にもう一度確認してください。
　また、分解整備記録簿を作成した場合は、写しを依頼者に交付し、事業者控は記載の日か
ら２年間保存してください。

参考６ 　保安基準に適合しない改造がされていませんか？

　整備依頼を受ける際、部品の取付けや取外し等の改造によって保安基準に適合しない箇所
がないか確認する必要があります。
①不正改造の依頼は絶対に受けない。
②不正改造車の整備依頼があった場合には、不正改造である旨を説明し、修復を条件と
して依頼を受けるか、もしくは、安全な走行に問題が発生する可能性がある部分の整
備についてのみ依頼を受ける。この場合は概算見積書、整備記録簿等に必ず条件・修
復した場合はその結果（部位）を記入するとともに、修復前後の写真を残しておくこ
とが望ましい方法です。ただし、車検・定期点検整備の依頼については、必ず修復を
条件として依頼を受ける必要があります。

　また、従業員の通勤車両や社用車などに不正改造車がないよう定期的に現車確認を行い適
正な状態を維持して下さい。

（不正改造例）
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（例）入庫・受付時チェック票（目視等による保安基準確認）

参考７ 　その他

・依頼者の連絡先・納期の確認はしましたか？

車検の依頼を受けた際には
・自動車税納税証明書は確認しましたか？（自動車税の納付から日数が経過していない場
合には、納税証明書をお預りするようにしてください。）
・お預かりする諸費用（自賠責保険料、重量税、手数料等）に間違いはありませんか？

※　放置違反金滞納自動車でないか確認してください。
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　②苦情等への対応
　苦情やトラブルは、迅速、かつ、的確に処理することは勿論ですが、それらの再発防止につい
ても従業員の一人ひとりが関心をもち、積極的に取り組むことが必要です。
　苦情には、作業時間の遅延、見積り金額の違い、作業依頼した箇所が直っていない等、いろい
ろなものがありますが、常に冷静に受け止め、何が原因なのかよく確かめてから対応しなければ
なりません。万一、ユーザーから整備に関して苦情があった場合には、逃げることなく誠意を
もって向き合い、ユーザーに良い印象を与えることができるよう努めることが苦情処理の第一歩
となります。
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　③作業効率の向上への取り組み
　自動車分解整備を行う事業場は、自動車に関するサービス業として、依頼者より車両を預かり
必要な整備作業等を行った後、納車に至るまで、確実かつスピーディな対応が望まれることから、
整備主任者としては、工具類の保管管理や配置場所、作業場のレイアウトの改善、部品の手配や
作業指示の方法等について、常に問題意識をもって取り組むことが大切です。

④技術革新への対応
　自動車の技術革新の進展は著しく、とくに公害対策、安全対策、省エネルギー対策に係る技術
の向上は目ざましいものがあります。これらに対応するべく考えられた仕組みや装置についての
多くは、電子制御化されており、取り扱いに関する対応は整備主任者として積極的に取り組んで
いく必要があります。
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2 ．自動車分解整備事業の遵守事項

　自動車分解整備事業者は、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促
進その他自動車分解整備事業の業務の適正な運用を確保するために次の事項を遵守しなければなり
ません。　

　　　　（法：道路運送車両法　省令：道路運送車両法施行規則）

（法第89条）自動車分解整備事業者は、事業場におい
て、公衆の見易いように国土交通省令で定める様式の
標識を掲げなければならない。

規定標識の掲示
内容（事業の種類、対象自動車）

（法第90条）自動車分解整備事業者は、分解整備を行
う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分
が保安基準に適合するようにしなければならない。

（保安基準とは・・・）
　自動車の構造、装置、乗車定員と最大積載量につい
て技術的な基準を定めた国土交通省令。

分解整備した場合、それに係る部分が保
安基準に適合するようにすること

（法第91条）自動車分解整備事業者は、分解整備記録
簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる
事項を記載しなければならない。以下略。

１．備付けの義務
２．記録（記載漏れ、誤りはないか）
３．保存（記載した日から２年間）
４．  交付（使用者に写しを交付すること）
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（法第91条の２）自動車分解整備事業者は、当該事業
場に関し、第80条第１項第１号の規定による基準に適
合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなけ
ればならない。

１．設備
屋内作業場、車両置場、作業機械等

２．従業員
整備士保有率１/４以上

（省令第62条の２の２第１項第１号）法第48条に規定
する点検（定期点検）又は整備の作業を行う事業場に
あっては、当該作業に係る料金を当該事業場において
依頼者の見やすいように掲示すること。

分かりやすい料金表の掲示
内容（自動車の種別、金額等）

（省令第62条の２の２第１項第２号）法第48条に規定
する点検（定期点検）又は整備の作業を行う事業場に
あっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認
められる整備の内容及び当該整備の必要性について説
明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付するこ
と。

必要な整備内容等に関する説明
概算料金に関する書面の作成、交付



―  21  ―

（省令第62条の２の２第１項第３号）依頼者に対し、
行っていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は
依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料
金を請求しないこと。必要な整備内容、部品交換の必要性

及び料金内容に関する説明

（省令第62条の２の２第１項第４号）道路運送車両の
保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車
の改造を行わないこと。

不正改造事例
荷台さし枠の取り付け（土砂等運搬車）、
突入防止装置の切断・取り外し、前面ガ
ラス等へのフィルム貼付、回転部分の突
出等

（省令第62条の２の２第１項第５号）事業場ごとに、
当該事業場において分解整備に従事する従業員であっ
て一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した
者のうち少なくとも一人に分解整備及び法第91条の分
解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させるこ
と（自ら統括管理する場合を含む。）ただし、当該事
項を統括管理する者（以下「整備主任者」という。）は、
他の事業場の整備主任者になることができない。

（省令第62条の２の２第１項第６号）運輸支局長から
整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたとき
は、整備主任者に当該研修を受けさせること。

１．分解整備及び分解整備記録簿の
　　記載に関する事項の統括管理

２．研修の受講（法令、技術）
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（省令第62条の２の２第１項第７号）エアコンディ
ショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作
業を行う事業場にあっては、みだりに当該エアコン
ディショナーに充填されているフロン類（フロン類の
使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13
年法律第64号）第２条第１項に規定するフロン類をい
う。）を大気中に放出しないこと。

フロン類の大気放出禁止

（省令第62条の２の２第１項第８号）他人に対して法
若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為
（以下この号において「違反行為」という。）をするこ
とを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反
行為をすることを助けないこと。

（ペーパー車検とは・・・）
　指定工場が点検、整備、検査を行うことなく保安基
準適合証を交付し、車検証の有効期間を更新するこ
と。

違反事例１
　車検終了後、他の事業者へ不正改造を
依頼した

違反事例２
　ペーパー車検を他の事業者と共謀して
行った

（省令第62条の２の２第２項）自動車分解整備事業者
は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分
解整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更の
あった日から15日以内に、運輸支局長に届け出なけれ
ばならない。
（１） 届出者の氏名又は名称及び住所
（２）  整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称

及び所在地
（３）  整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務

の開始の日

選任、減員、変更届出（15日以内）
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3 ．自動車分解整備事業に係るＱ＆Ａ

（１）実務に関するＱ＆Ａ

Ａ１．必要です。
【道路運送車両法施行規則】
第62条の２の２
（２）法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者
に対し、必要となると認められる整備の内容及び整備の内容及び当該整備の必要性について
説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付すること。

Ａ２．分解整備記録簿の記載は必要です。確かにストラットに関しては、分解整備の定義から削
除されましたが、付随作業であるブレーキホースを取り外した場合、分解整備に該当するた
め、分解整備記録簿を記載し、自動車使用者に交付する必要があります。　

　

Ａ３．定期点検（車検）に関して原動機の分解整備を伴わな
い内容であれば実施できます。

　　　ただし、排気ガスの状態でアイドリング時の CO・
HCの排出濃度を点検する際には、CO・HCテスタを用
いて行う必要があります。

Ｑ１．ごく親しいユーザーや顧客に対しても概算見積書は必要ですか。

Ｑ２．ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外す必
要がある場合、ストラットに関しては、分解整備の定義から削除されているので分解整
備記録簿の記載は不要でしょうか。

Ｑ３．自動車分解整備事業の認証を取得した時に、原動機に
ついて分解整備を行わないという装置を限定して、認証
（いわゆる限定認証）の資格を取得していますが、定期
点検（車検）はできるのでしょうか。
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Ａ４．車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上、乗車定員30人以上の車両は、「普通自動
車（大型）」の認証が必要であり分解整備をすることはできません。

Ａ５．４ナンバーであり、自動車検査証の「自動車の種別」欄に「小型」と記載されていれば分
解整備を行うことができます。

Ａ６．乗車定員が10人以下であれば分解整備を行うことができます。

Ａ７．車両総重量８トン未満、最大積載量２トン以下、乗車定員10人以下の特種の用途に供する
普通自動車の車両を分解整備するには自動車分解整備事業の対象自動車は「普通自動車（小
型）」を取得していれば実施することができます。　

　　　また、点検整備を行う際の記録簿は、「別表５」の自家用貨物自動車等を使用してくださ
い。

Ａ８．「自動車点検基準別表第５」に基づき６月ごとの点検を行ってください。
　　　また、記録簿の様式は「別表５」自家用貨物自動車等の記録簿を使用してください。

Ｑ４．４トン車を改造した車両総重量が８トン以上の車両は、自動車分解整備事業の対象自
動車「普通自動車（中型）」の認証で分解整備をすることはできますか。

Ｑ５．自動車分解整備事業の対象自動車が「小型四輪」の認証で、小型四輪の貨物車（４ナ
ンバー）であって最大積載量が３トンの車両の分解整備をすることはできますか。

Ｑ６．マイクロバスを改造したキャンピング車は、自動車分解整備事業の対象自動車が「普
通自動車（小型）」の認証で分解整備をすることはできますか。

Ｑ８．検査対象軽自動車のレンタカーの点検基準を教えてください。
　　　また、記録簿の様式はどれを使用すればよいですか。

Ｑ７．乗車定員４人、車両総重量5,840kg である特種の用途に供する自家用普通自動車（キャ
ンピング車）の分解整備を実施する場合、自動車分解整備事業の対象自動車は、何を取
得していれば実施することができますか。　

　　　また、点検整備記録簿は何を使用しますか。



―  25  ―

Ａ９．貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車は、道路運送車両法では自動車運送事業の用に
供する自動車としては除かれています。

　　　したがって定期点検は１年ごととなり、記録簿の様式は「別表６」自家用乗用自動車等の
記録簿となります。

　　

Ａ10．この場合、幼児を大人に換算すると８人（12÷1.5）と大人２人ですから乗車定員10人以
下の専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車に該当することになり、記録簿は「別表
５」自家用貨物自動車等になります。

　　　因みに、幼児専用車であっても大人に換算して乗車定員11人以上になった場合の記録簿は
「別表３」事業用自動車等になります。

　

Ａ11．軽自動車規格のボート・トレーラの場合は、「自動車点検基準別表
第６」に基づき１年ごとの点検を行ってください。

　　　また、記録簿の様式は「別表６」自家用乗用自動車等の記録簿を使
用してください。

　　　登録車規格のボート・トレーラの場合は、「自動車点検基準別表第
５」に基づき６月ごとの点検を行ってください。

　　　また、記録簿の様式は「別表５」自家用貨物自動車等の記録簿を使
用してください。

Ｑ９．貨物軽自動車運送事業の自動車の定期点検は何月ごとですか。
　　また、記録簿の様式はどれを使用すればよいですか。

Ｑ11．ボート・トレーラの点検基準を教えてください。
　　また、記録簿の様式はどれを使用すればよいですか。

Ｑ10．幼児専用車で、乗車定員が大人２人＋幼児12人で３ナンバーの自
家用車（有効期間１年）については、どの点検整備記録簿を使用す
ればよいですか。
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Ａ12．自動車検査証の有効期間は短縮にならず、10月31日となります。
　　　自動車検査証の有効期間が同月同日になる、満了する日の１ヶ月前の日の例は下表のよう
になります。

検査証の有効期間の満了する日 検査証の有効期間の満了する日の１ヶ月前の日

２月１日 １月１日

２月15日 １月15日

２月29日 １月29日

３月28日 ２月28日

３月29日、30日及び31日 ２月28日（閏年にあっては２月29日）

５月30日及び31日 ４月30日

７月30日及び31日 ６月30日

10月30日及び31日 ９月30日

11月30日 10月30日

【道路運送車両法施行規則】
第44条　自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動
車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の
１月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間
を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

Ａ13．記録簿は kmをマイルと訂正し記載して下さい。OCRシートは「走行距離計表示値」欄
の距離の後に「２」を記入してください。

Ｑ12．10月31日で自動車検査証の有効期間が満了する車両について、９月30日に継続検査
を受検すると、有効期間は短縮になってしまいますか。

Ｑ13．車両の走行距離計が km表示ではなく、マイル表示の場合の記録簿及びOCRシートの
記載方法を教えてください。
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（２）変更届に関するＱ＆Ａ

A１．下記の書類を揃えて30日以内に届出を行ってください。
・自動車分解整備事業の役員変更届（第４号様式）
・商業登記簿謄本等の新・旧役員を確認することができる書面

　

　
A２．下記の書類を揃えて30日以内に届出を行ってください。

・ 自動車分解整備事業者変更届（第１号様式）
・ 商業登記簿謄本等、商号変更の事実を証する書面

　

A３．下記の書類を揃えて30日以内に届出を行ってください。
・ 自動車分解整備事業者変更届（第１号様式）
・ 商業登記簿謄本等、本店所在地変更の事実を証する書面

　　

A４．下記の書類を揃えて30日以内に届出を行ってください。
・自動車分解整備事業者変更届（第１号様式）
・個人事業者（事業主）の住民票等、住所変更の事実を証する書面　

　

A５．認証の相続となりますので下記の書類を揃えて30日以内に届出を行ってください。
・自動車分解整備事業者変更届（第１号様式）
・新事業主の住民票等届出者を特定できる書面

Q１．法人の役員が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q２．「株式会社○○整備工場」から「株式会社○○自動車」と法人名称を変更したのですが、
どのような手続きが必要ですか。

Q３．法人の本社（本店所在地）を移転したのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q４．個人事業者で事業主の住所を移転したのですが、届出等の手続きは必要ですか。

Q５．個人事業者で事業主が死亡したため事業を引き継ぎたいのですが、どのような手続き
が必要ですか。
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・現在までの事業主に関する除籍謄本
・自動車分解整備事業に係る相続同意書
・相続同意書に係る印鑑証明書

　　　
　

A６．法人事業者から個人事業者に変更した場合は、認証の譲渡となりますので下記の書類を
揃えて30日以内に届出を行ってください。
・自動車分解整備事業者変更届（第１号様式）
・新事業主の住民票等届出者を特定できる書面
・譲渡証明書
・認証譲渡譲受に係る印鑑証明書

　　
A７．下記の書類を揃えて30日以内に届出を行ってください。

・自動車分解整備事業者変更届（第１号様式）
・新事業主の住民票等届出者を特定できる書面
・譲渡証明書
・認証譲渡譲受に係る印鑑証明書

A８．事業場の所在地及び屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さの変更となります
ので下記の書類を揃えて30日以内に届出を行ってください。
・自動車分解整備事業者変更届（第１号様式）
・建築物の確認済証（写し）等、事業場の所在地を証する書面　

A９．屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さの変更となりますので自動車分解整備
事業者変更届（第１号様式）を作成して30日以内に届出を行ってください。

　

Q６．法人（株式会社、有限会社）から個人事業にしたのですが、どのような手続きが必要
ですか。

Q７．個人事業者が従業員に事業場を譲渡したのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q８．事業場を移転したのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q９．作業場を増築したのですが、どのような手続きが必要ですか。　　　 
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A10．屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さの変更となりますので自動車分解整備事
業者変更届（第１号様式）を作成して30日以内に届出を行ってください。ただし、変更後の
作業場の間口若しくは奥行きの長さが対象とする自動車の認証基準を満たしていることが必
要です。

　

A11．整備主任者が統括管理業務を行う事業場名称の変更として整備主任者（変更・減員）届出
書（第６号様式）を作成して15日以内に届出を行ってください。

　

A12．下記の書類を揃えて15日以内に届出を行ってください。
・ 整備主任者（変更・減員）届出書（第６号様式）
・ 変更になった整備主任者の戸籍抄本等事実を証する書面

　

　
A13．届出の必要はありませんが、市区町村役場が発行する住居表示に関する「通知書」または
「証明書」等の提出をお願いします。

※変更する内容によっては、事前に運輸支局等に相談してください。

Q10．作業場の一部を部品庫にしたのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q11．事業場の名称を変更したのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q12．整備主任者の姓が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q13．事業場所在地付近の区画整理に伴い、地番から住居表示に変ったのですが、届出等は
必要ですか。



Ⅱ．自動車分解整備事業者の
　　立入検査結果等

Ⅱ
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Ⅱ．自動車分解整備事業者の立入検査結果等

1 ．自動車分解整備事業者の立入検査結果（平成28年度）

　平成28年度における関東運輸局管内の運輸支局において実施した自動車分解整備事業者に対する
立入検査結果は、次のとおりです。

　⑴　立入検査事業場数

　立入検査事業場数は、920事業場でした。
　立入検査は、新規認証工場（事前審査を含む。）、移転工場、対象自動車追加の工場、整備主任
者の定期研修を受講していない工場、警察当局等からの通報や苦情があった工場、所在が不明な
工場等について実施しました。
　また、過去 5年間における立入検査の実施状況は〈表Ⅰ－ 1〉のとおりです。

〈表Ⅰ－ 1〉過去 5年間の自動車分解整備事業者の立入検査状況

項目
年度

新　規 移転追加 所在不明
整備主任者
研修未受講

苦　情 表　彰 その他 計

24 347 162 9 11 20 140 436 1,125 

25 355 148 7 6 15 172 165 868 

26 361 186 195 5 23 232 201 1,203 

27 359 154 75 12 17 192 137 946 

28 323 147 35 10 11 216 178 920 

　⑵　立入検査結果に基づく行政処分状況

　立入検査の結果、道路運送車両法等関係法令に違反する重大な事実が認められた事業場に対し
ては、道路運送車両法第93条の規定に基づき、事業の停止等の行政処分を行っていますが、平成
28年度の処分状況は〈表Ⅰ－ 2〉のとおりです。
　また、過去 5年間における運輸局長処分は〈表Ⅰ－ 3〉のとおりです。
　なお、平成28年度は事業者所在不明に係る取消処分は 5件でした。

〈表Ⅰ－ 2〉自動車分解整備事業者の処分状況

運輸局長処分等 運輸支局長処分等

認証取消 事業停止 文書警告 改善命令 文書警告 口頭警告

件数 5 1 0 0 13 0

注）表中「文書警告」は、処分基準に基づく場合のみ計上している。
　　（事業停止等に伴う改善報告は含まず）
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〈表Ⅰ－ 3〉過去 5年間の自動車分解整備事業者の運輸局長処分

項目
年度

立入検査
件　　数

処　　分
事業場数

処分等の内訳 認　証
工場数認証取消 事業停止 改善命令 警告 計

24 1,125 15 3 11 0 1 15 24,594 

25 868 7 1 6 0 0 7 24,601 

26 1,203 13 10 3 0 0 13 24,613 

27 946 127 120 7 0 0 127 24,461 

28 920 6 5 1 0 0 6 24,414 

注 1 ）複数の処分を受けている事業場があるため、処分事業場数と処分件数は相違する。
注 2）認証工場数は各年度とも 3月末の数値を示す。
注 3）「文書警告」は、処分基準に基づく場合のみ計上している。
　　　（事業停止等に伴う改善報告は含まず）

　⑶　法令違反指示事項等

　過去 5年間における法令違反の指摘状況は、〈表Ⅰ－ 4〉のとおりです。

〈表Ⅰ－ 4〉過去 5年間の法令違反指摘内容

年　度
指摘事項

24 25 26 27 28

整備主任者の業務に関するもの
1

（3.4%）
0

（0.0%）
1

（5.3%）
5

（3.6%）
2

（13.3%）

認証基準に関するもの
0

（0.0%）
1

（4.5%）
0

（0.0%）
0

（0.0%）
0

（0.0%）

遵守事項に関するもの
12

（41.4%）
12

（54.5%）
4

（21.1%）
7

（5.1%）
1

（6.7%）

変更届等に関するもの
2

（6.9%）
2

（9.1%）
0

（0.0%）
0

（0.0%）
6

（40.0%）

分解整備記録簿等に関するもの
5

（17.2%）
4

（18.2%）
4

（21.1%）
6

（4.3%）
3

（20.0%）

その他法令違反に関するもの
9

（31.0%）
3

（13.6%）
10

（52.6%）
120

（87.0%）
3

（20.0%）

合　　　　　　計
29

（100%）
22

（100%）
19

（100%）
138

（100%）
15

（100%）
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2 ．自動車分解整備事業の廃止理由調査結果

　平成28年度中に関東運輸局管内において、自動車分解整備事業の廃止届のあった事業場数は347
工場であり、主な廃止理由は、自己都合が118件（34.0％）、事業合理化が73件（21.0％）、次いで後
継者難が60件（17.3％）、以下〈表Ⅱ－ 1〉の順となっています。
　また、過去 5年間における廃止理由状況は、〈表Ⅱ－ 2〉のとおりです。

〈表Ⅱ－ 1〉自動車分解整備事業者の廃止理由調査結果

項目

支局別

廃　　止　　理　　由

計経営
不振

倒産
工員
不足

後継
者難

事　業
合理化

移転
立退

転業 合併
組合
参加

自己
都合

その他

東　京 3 2 4 13 28 11 2 1 1 30 4 99

神奈川 5 0 1 4 11 5 1 0 0 20 5 52

埼　玉 5 2 5 15 9 6 2 1 0 15 6 66

群　馬 1 0 1 9 2 2 0 0 0 11 0 26

千　葉 2 0 2 4 11 3 0 1 0 13 2 38

茨　城 0 2 1 4 4 1 0 1 0 23 4 40

栃　木 0 0 0 7 7 1 0 0 0 2 0 17

山　梨 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 1 9

局　計 16 6 15 60 73 29 5 4 1 118 20 347

構成比（％） 4.6% 1.7% 4.3% 17.3% 21.0% 8.4% 1.4% 1.2% 0.3% 34.0% 5.8% 100.0%

〈表Ⅱ－ 2〉過去 5年間の自動車分解整備事業の廃止理由調査結果

項目

年度

廃　　　　　止　　　　　理　　　　　由

計経営
不振

倒産
工員
不足

後継者難
事業者
死　亡

事　業
合理化

移転
立退

転業 合併
組合
参加

自己都合
及び
その他

24 27 7 10 61 73 31 3 3 0 120 335

25 30 11 6 80 62 25 3 2 0 120 339

26 24 9 18 83 56 30 2 4 1 165 392

27 28 11 17 79 64 18 10 3 0 128 358

28 16 6 15 60 73 29 5 4 1 138 347
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3 ．自動車分解整備事業者の違反事例

　自動車分解整備事業者の法令違反等による行政処分を例示します。

【その 1】分解整備に係る部分が保安基準不適合だったこと

　バン型四軸車が走行中に前前軸左車輪付近より出火した車両火災が発生した情報があったこ
とから、車両整備を行った事業場へ立入り関係帳票類の提示を求め調査を行った。当該車両は
定期点検時、前後軸ブレーキ装置が不良状態であり、使用者へ修理完了するまで車両を預けて
ほしい旨伝えたところ、車両の返却を強く要望され断り切れなかった。そのため、前後軸のブ
レーキ装置を作動させない状態にしたうえ、点検整備記録簿（分解整備記録簿）には点検済み
とし、後日作業を行うことで車両を返却した事実が判明した。

1 ．事業場の概要及び組織

　平成13年に認証を取得した専業工場である。
　検査時の工員数は 8名で、その内整備主任者は 4名である。

2 ．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（15日間）

3 ．法令違反の内容

⑴　分解整備に係る部分が保安基準に不適合であったこと。
　　（道路運送車両法第90条）
⑵　点検整備記録簿に虚偽記載を行ったこと（分解整備記録簿の虚偽記載類似行為）。
　　（道路運送車両法第91条第 1項違反）
　　（道路運送車両法第49条第 1項違反）
⑶　整備主任者の分解整備等に関する統括管理不備があったこと。
　　（道路運送車両法第91条の 3違反）

4 ．法令違反に至った原因

⑴　事業場内における組織管理が機能していなかった。
⑵　自動車分解整備事業者の遵守事項に対する認識が欠如していた。

5 ．その他

　自動車分解整備事業者は、保安基準不適合となるような改造はおこなわない。
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【その 2】不正改造を幇助したこと。

　当該事業場に計画監査で立ち入ったところ、事業場内に不正改造車両（ダンプ車）が確認さ

れた。関係帳票類の提示を求め調査したところ、荷台さし枠取付、突入防止装置不良及び黄色

回転灯が取り付けられた不正改造状態で保安基準適合証を交付し、車検手続きを行っていたこ

とが確認された。

　また、当該事業場の作業場及び工具を車両の使用車に提供し、不正改造の実施を容認してい

た。

1．事業場の概要及び組織

　昭和44年に認証を取得後、平成16年に指定整備工場となった専業工場である。
　検査時の工員数は 8名で、その内整備主任者は 4名である。

2 ．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（35日間）
　保安基準適合証等の交付停止（100日間）
　自動車検査員の解任

3 ．法令違反の内容

⑴　不正改造状態での車検手続き（保安基準適合証の不正交付）を行ったこと。
　　（道路運送車両法第94条の 5違反）
⑵　不正改造を幇助したこと。
　　（道路運送車両法第91条の 3違反）
⑶　定期点検整備料金の概算見積書を交付していなかったこと。
　　（道路運送車両法第91条の 3違反）
⑷　保安基準に適合しない車両に対して保安基準に適合する旨の証明を行い、保安基準適合証等
を交付したこと（不正改造状態）。
　　（道路運送車両法第94条の 5第 1項違反）
⑸　指定整備記録簿の一部記載誤りがあったこと。
　　（道路運送車両法第94条の 6第 1項違反）

4 ．法令違反に至った原因

⑴　チェック体制のマンネリ化、保安基準適合証交付体制に不備があった。
⑵　自動車分解整備事業者、主任技術者及び自動車検査員として自動車分解整備事業及び指定自
動車整備事業に対する認識が甘く、関係法令に対する遵法精神が欠如していた。
⑶　自らが不正改造を実施しなければ良いとの誤った認識をしていた。
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5 ．その他

⑴　自動車分解整備事業者として、自ら不正改造を実施しなくても、それを幇助等することは法
令違反となる。
⑵　受注時に不正改造の有無について確認を行うこと。

【その 3】従業員数が認証基準の要件を満たしていなかったこと

　当該事業場の認証要件等が法令違反しているとの情報提供があったことから、当該事業場に
立入り、関係帳票類の提示を求め調査したところ、従業員が常時 1名しかいないことが確認さ
れ、認証基準の従業員数の要件を満たしていなかった。また、認証を受けた作業場以外で分解
整備を実施している法令違反も確認された。

1 ．事業場の概要及び組織

　昭和34年に認証を取得した自家工場である。
　検査時の工員数は 2名で、その内整備主任者は 2名である。

2 ．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（10日間）

3 ．法令違反の内容

⑴　認証を受けた作業場以外で分解整備を実施したこと。
　　（道路運送車両法第78条第 1項違反）
⑵　従業員数が認証基準の要件を満たしていないこと。
　　（道路運送車両法第91条の 2違反）

4 ．法令違反に至った原因

⑴　営業所が 2店舗（ 1店舗は未認証）あり、工員の減員により 2名で交互に各店舗の業務を
行っていたが、工員の増員が出来なかった。
⑵　自動車分解整備事業者として自動車分解整備事業に対する認識が甘く、関係法令に対する遵
法精神が著しく欠如していた。
⑶　自動車分解整備事業者の遵守事項に対する認識が欠如していた。
⑷　自動車分解整備事業者としての管理体制が機能していなかった。

5 ．その他

⑴　自動車分解整備事業者の事業場には、 2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。



Ⅲ．最近の主要通達等
Ⅲ





―  41  ―

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 別紙１は省略しました。



―  42  ―

�
�

�
�
�



―  43  ―

�
�

�

火災事故に係る船舶事故調査について（経過報告）抜粋



―  44  ―

�

�



―  45  ―

� �
�

�

�

�



―  46  ―



―  47  ―

�
�

�

�

�



―  48  ―

�

�

�



―  49  ―



―  50  ―

��
��

��
��



―  51  ―

�
�

�
�



―  52  ―

�
�



―  53  ―



―  54  ―



―  55  ―



―  56  ―



―  57  ―



―  58  ―

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�



―  59  ―



―  60  ―

�
�
�
�

�

�
� �

�
��� ����� 	
���� ��
 ������ �� ������ �

�
�

�����
����� �

�
� � �� �
� �
 �	� �	

�� �
��� ��������������������������!�"�����!�"#�$	#������������

�
� �

�

����� �

�%� � &%� �
�



―  61  ―



―  62  ―



―  63  ―



―  64  ―



―  65  ―



―  66  ―



―  67  ―



―  68  ―

  

   



―  69  ―



―  70  ―

�
�
�
�
�

�

����!�������'"��(%�������

�



―  71  ―



―  72  ―



―  73  ―



―  74  ―



―  75  ―



―  76  ―



―  77  ―



―  78  ―



―  79  ―



―  80  ―



―  81  ―



―  82  ―



―  83  ―



―  84  ―

 



―  85  ―



―  86  ―



―  87  ―



―  88  ―



―  89  ―



―  90  ―

 



―  91  ―



―  92  ―



―  93  ―



―  94  ―



―  95  ―



―  96  ―



―  97  ―



―  98  ―



―  99  ―



―  100  ―



―  101  ―



―  102  ―



―  103  ―



―  104  ―



―  105  ―



―  106  ―



―  107  ―



―  108  ―



―  109  ―



―  110  ―



―  111  ―



―  112  ―



―  113  ―



―  114  ―



―  115  ―



―  116  ―

�������	
� � ���	
� 
����

����

����� � ��� 
����

����

������	
� � ���	
� 
����

����

�������� � ��� 
����

����



―  117  ―



―  118  ―



―  119  ―



―  120  ―



―  121  ―

�

�

�

�



―  122  ―

�
�

�

�
�

�



―  123  ―

�
�

�

�
�

�



―  124  ―

�

�

�



―  125  ―

�

�

�

�


����

����

�

�



―  126  ―

�

�

�



―  127  ―

�



―  128  ―

		���

&	���

�����

�

&	����

������

		����

������ ������������

		����

&	����



―  129  ―

�

�

�

�

�



―  130  ―

�

�

�

�


����

����

�

�



―  131  ―



―  132  ―

�

		���

&	���

�����



―  133  ―



―  134  ―



―  135  ―



―  136  ―



―  137  ―



―  138  ―



―  139  ―



―  140  ―



―  141  ―



―  142  ―



―  143  ―



―  144  ―

�

�

�

�



―  145  ―

�
�

�



―  146  ―

�

�

�



―  147  ―

�

�

�

�


����

����

�

�



―  148  ―

�

�

�



―  149  ―

�

		���

&	���

�����



―  150  ―

�

&	����

������

		����

������ ������������

		����

&	����



―  151  ―



―  152  ―



―  153  ―



―  154  ―



―  155  ―



―  156  ―



―  157  ―



―  158  ―



―  159  ―



―  160  ―



―  161  ―



―  162  ―



Ⅳ．整備業を取り巻く情勢

Ⅳ





―  165  ―

Ⅳ．整備業を取り巻く情勢

1 ．個人情報保護法の改正について

　個人情報保護法は平成27年９月に改正され、平成29年５月30日より、同法の対象から除外されて
いた個人情報取扱い件数が5000人分以下の事業場も対象になることになり、同法に沿った個人情報
の取扱いをしなくてはならなくなりました。
　この改正は、インターネットの急速な普及など、個人情報の取扱いに関する環境が変化し、個人
情報の取扱い件数が少ない事業者においても個人の権利利益を侵害するリスクが高まっていること
から行われたものです。
　各事業者におかれましては、チェックリストの利用により自社の取扱い状況を確認してくださ
い。

個人情報保護法の主な内容

目的
　個人情報保護法は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社
会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有効性に配慮しながら、
個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報・個人データ・保有個人データ
　「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ
の他の記述等により特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それに
より特定の個人を識別することができる事となるものを含む。）」をいいます。

　また、個人情報をデータベース化した場合、そのデータベースを構成する個人情報を、特に「個
人データ」といい、そのうち、事業者が開示等の権限を有し６カ月以上にわたって保有する個人情
報を、特に「保有個人データ」といいます。

個人情報取扱事業者
　「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等（紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個
人情報を検索できるように体系的に構成したもの）を事業活動に利用している者のことをいい、個
人情報保護法に定める各種義務が課せられています。

利用目的の特定・目的外利用の禁止
　個人情報を取り扱うに当っては、利用目的をできるだけ特定しなければなりません。また、原則
として、あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取
り扱うことは禁止されています。
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適正な取得・取得時の利用目的の通知等
　偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されています。また、個人情報の
取得に当たっては、取得前にあらかじめ利用目的を公表し、又は取得後に速やかに本人に利用目的
を通知又は公表しなければなりません。

安全管理措置・従業者や委託先の監督
　個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な保護措置を講じなければなりません。ま
た安全にデータを管理するため、従業者や委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければなりま
せん。

第三者提供の制限
　原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データを提供することは禁止さ
れています。ただし、委託、事業継承及び共同利用に該当する場合は、第三者提供に該当しないこ
ととされています。

開示、訂正、利用停止等の求め
　本人からの求めに応じて、保有個人データを開示し、内容に誤りのある時は訂正等を行い、法律
上の義務に違反する取扱い（目的外利用、不適正な取得、本人同意のない第三者提供）については
利用停止等を行わなければなりません。



―  167  ―



―  168  ―



―  169  ―

2 ．事業場におけるCO２削減について

　地球温暖化問題が世界共通の重要な課題となっておりますが、自動車整備業界においても温室効
果ガスの削減に向けた取り組みを行うことが重要になっています。
　そのためには、環境家計簿等を導入して CO２排出量を把握し、無駄のない事業運営に心がける
ことや、新品部品より CO２排出量を削減できるリサイクル部品をより活用することも、整備事業
者ができる取り組みの一つとなります。また、リサイクル部品は、新品部品より価格がリーズブル
なため、お客様の満足度の向上にもつながります。
　今、私たちのライフスタイルを見直し、地球にやさしく、経費や体にも優しい生活を送る努力が
求められています。

環境家計簿

　事業場での電気、ガス、水道、灯油、ガソリンなどの使用量や支出額を集計して、二酸化炭素な
どの環境負荷を計算できるように設計された家計簿のこと。二酸化炭素排出量を減らす実質的な行
動に繋げると共に、他の環境問題の解決にも貢献し、経費の節約に結び付けることを目的とする。

�
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リサイクル部品
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3 ．自動車リサイクル法の対象とならない冷媒（HFO-1234yf）を搭載した
使用済自動車のフロン類料金の預託について

　現在、カーエアコン用冷媒としてHFC-134a が広く使用されていますが、近年、新たな冷媒とし
てHFO-1234yf が開発され、実用化が進んだことから、輸入車等一部の車両にカーエアコン用冷媒
として搭載した自動車が流通し始めております。
　HFO-1234yf は自動車リサイクル法に基づきフロン回収業者が回収しなければならない対象では
ないことから、フロン類の破壊に関するリサイクル料金は設定されていません。このため、車両装
備について実車を確認し、HFO-1234yf が搭載された使用済自動車である場合は、フロン類料金の
預託を行わないようご注意ください。
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4 ．図柄入りナンバープレートについて

　平成29年4月よりラクビ―ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付が開始されました。
　対象となる車両は、新車・中古車の購入時だけではなく、現在お乗りの車も番号を変更すること
なく特別仕様ナンバープレートに交換できます。
　また、これとは別に平成29年10月10日より、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大
会特別仕様ナンバープレートの交付が始まります。

新車でも、使用している車でも、取付け可能
使用している車のナンバーは、今の番号が変わらずに
交換可能。

寄付金は大会の支援に
図柄入りの寄付金は、開催会場への輸送力増強等の事
業に充てられます。

ご自分で 申込み

お近くのディーラー・整備工場に相談

http://www.graphic-number.jp

ロゴ付き
ナンバー

図柄入り
ナンバー（

寄付金付
き）

全国販売 期間限定



―  174  ―

ラグビーワールドカップが日本に!!

これまでナンバープレートの交換は、移転登録や変更登録等により番号が変更となった場合や滅失・毀損等の場合に限られていましたが、道路運
送車両法を改正し、同じ番号のままで図柄入りナンバープレートに交換することが出来るようになりました。

ナンバープレート交換制度の創設

従来のナンバー

同じ番号

図柄ナンバー

お　申　込　の　方　法

■ ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート

図柄入りナンバー ロゴ付きナンバー

寄付しない場合寄付して頂く場合

図柄入りナンバー ロゴ付きナンバー

寄付しない場合寄付して頂く場合

図柄入りナンバー ロゴ付きナンバー

寄付しない場合寄付して頂く場合

登録自動車（自家用） 登録自動車（事業用） 軽自動車（自家用）

ラグビーナンバーの記念保存
ナンバープレートの使用終了後は、不正使用防止のための穴を開けた上で、取り外したラグビーナンバーを記念に保存することができます。

寄付による大会開催支援

http://www.d-number.or.jp/

お申し込みはご自分でウェブ http://www.graphic-number.jp にて、
もしくはお近くのディーラー・整備工場にご相談ください。

新車・中古車の購入時だけではなく、

現在お乗りのクルマも車検時はもちろんのこと、いつでも
ラグビーナンバーの取りつけが可能です。
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5 ．整備作業中の事故について

　近年、リフトの誤使用や作業場での転倒・転落等、作業中の事故が多発しています。
　整備事業者におかれましては、より一層の整備機器の正しい使い方の理解や定期的な保守点検の
実施、転倒災害への取り組み等、事故防止に努めてください。

（１）リフト事故について
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（２）転倒事故について
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6 ．自動車整備人材確保について

　少子化やくるま離れの進展、将来選択肢の多様化等により、自動車整備士を目指す若者が激減す
る一方で、整備要員の高齢化が進展しており、近い将来人材不足が顕在化する可能性が大きくなっ
てきております。
　整備要員の不足は、自動車の安全・環境を支える整備事業の基盤を揺るがすおそれがあり、早急
に背景や原因に対応した効果的な対策を講じる必要があることから、「自動車整備人材の確保・育
成に関する検討会」において、自動車整備業における労働環境・待遇の改善や女性の活用などの人
材不足問題に対して検討を重ねた結果、自動車整備業は、安定性や社会的貢献度などの魅力・重要
性のある業種である一方で、給与や労働時間等の労働環境・待遇において、他業種と比較して不満
度が高い等の実態が課題として確認されました。これらの課題に対してさまざまな能力の評価に対
応したインセンティブ付与や残業削減及び育児等との両立のための柔軟なシフト設定などの先進事
例を取りまとめ今後これらを業界全体で共有し、事業形態・規模等に応じた対策を関係者が連携し
て検討・推進を図ることとするとともに、継続してインターンシップの職場体験や高等学校等への
訪問等を実施することとしました。
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※高等学校等訪問時に使用

安
全

環
境

ハイブリッド
自動車（HV）

電気自動車（EV） 燃料電池自動車（FCV）

2000年 2010年 2020年

ディーゼルエンジンの
排ガスを無害化する

DPF

ディーゼルパティキュレートフィルター
ディーゼルエンジンから
でる黒鉛を取り除く装置

クリーンディーゼル

車線維持支援 被害軽減ブレーキ 高度運転支援技術 ⇒ 自動運転周辺視界情報提供

今こそ！
自動車整備士

自動車整備士は国家資格です。
　自動車の整備は、自動車を安全かつ快適に使用するために必要不可欠です。この重要な仕事を行うエンジニアが取
得する国家資格として自動車整備士があります。
　自動車整備士は、自動車の構造や整備に関する知識や技能を持っていることを国が認めた国家資格であり、今後、
自動車に関する職業に就いていく上で大いに役立ちます。

自動車の安全・安心を守ることで社会に大きな貢献をしています。
　人や貨物の移動など、毎日の生活に自動車は欠かせません。このため、もし、走っている自動車が頻繁に故障すると、
私たちの日々の生活に大変な支障が生じます。さらに、走行中の故障は、事故や環境汚染につながり、また、故障車が
道路を塞いで渋滞を引き起こしたりするなど、社会が受ける影響はとても大きなものとなります。
　自動車の安全・環境性能を維持し、故障を未然に防ぐためには、法令や自動車メーカーによって定められた一定期
間ごとの点検や部品交換等の整備を適切に行う必要があります。
　自動車整備士は、この整備の仕事の専門家です。故障を未然に防いだり、適切に修理して自動車を良い状態に維持
することにより、安全・安心を守り、社会に大きな貢献をしています。

高度な技術力を習得し、発揮するプロフェッショナルです。
　ハイブリッド自動車、電気自動車、水素を燃料とする燃料電池自動車等の次世代自動車の登場や、衝突被害軽減ブレー
キ等の先進安全装置の普及など、高度な技術が急速な勢いで自動車に使用されています。これらの次世代自動車の整
備を行うためには、自動車の最新技術を理解し、適切な自動車整備を行うための技術を身に付け、その成果を発揮す
ることが必要です。
　自動車整備士は、次世代自動車の整備に必要な高度な技術力を習得し、ユーザーのために発揮する自動車整備のプ
ロフェッショナルです。

自動車整備人材確保・育成推進協議会　【ホームページ http://jidoushaseibishi.jp/】
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会／全国自動車大学校・整備専門学校協会／全国自動車短期大学協会／
一般社団法人日本自動車販売協会連合会／一般社団法人全国軽自動車協会連合会／一般社団法人日本自動車工業会／
一般社団法人日本自動車連盟／日本自動車車体整備協同組合連合会／全国自動車電装品整備商工組合連合会／
全国タイヤ商工協同組合連合会／全国オートバイ協同組合連合会／一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会／
日本自動車輸入組合／一般社団法人自動車用品小売業協会／公益財団法人日本自動車教育振興財団

※自動車動車にに電子電子子機機器（外（外外部部診診断断器）器）をを接接続してて自動車動車車整備整備をししているる様子様子。子。

　自動車の新技術

～自動車の安全・安心を守るスペシャリスト～

　今、街を走っている自動車は、スマートフォンやタブレット等と同様に、私たちの
身近な存在であり、社会にとってなくてはならないものです。そんな自動車が、突然
故障したりしないように、また正常に動ける状態を維持するためには、法律で定めら
れている定期点検などを行い、必要に応じてエンジンオイルや部品の交換などの整備
を行わなければなりません。

　近年の自動車は『環境保全の性能の向上』『安全性の向上』などのために多くの電子制御システムが使用され、構造や機能が高度
で複雑なものとなっています。
　このため、自動車の整備に
おいては、電子機器である外
部診断器（※スキャンツール）
を活用したり、インターネッ
トを活用した情報提供ネット
ワークなどから整備情報を閲
覧、収集するなど、IT化が進
んでいます。

　自動車整備の現場である整備工場は、自動車の状態を電子機器（外部診断
器）で診断するなど高度化が進み、先進機器の導入や効率的な配置などにより
先進的な整備環境へと変化しています。

　自動車整備士の仕事
スキャンツール
※スキャンツールは、そ
の機能を格納したパソコ
ンや専用の機器を自動車
に接続し、自動車に搭載
されたコンピューターか
ら故障情報の読み取りな
どを行うことができる。

自動車整備士資格

多くの整備工場やディーラーでは、自動車整備士資格
の取得者や取得を目指すエンジニアを求めています。
　また、自動車には時代の流れとともに、新しい技術が次々と開発、
搭載されています。特に、自動車に乗車する人や歩行者などの安全
を確保する技術、燃費の向上や排気ガスをクリーンにする環境性能
を高める技術が新たに多く開発され、実用化されています。現在も、
水素等の新しい燃料を使った自動車や、自動運転の技術など、様々
な先進技術の研究、開発が積極的に進められています。
　自動車整備士の仕事は、これら新しい技術の自動車に対応できる
専門的な知識と高い技能が求められる仕事となっています。

　自動車整備士になるためには、一定の実務の経験後や自動車整備士の養成施設等の修了後に、国が行う自動車整備士技能検定の
学科試験及び実技試験に合格する必要があります。なお、登録試験機関による登録試験の合格、自動車整備士の養成施設の修了等
により、試験の一部又は全部が免除されます。
　また、自動車の分解整備を行う認証整備工場や指定整備工場（民間車検場）には、自動車整備士の有資格者が必要です。

自動車整備士の資格を習得するには、専門学校や短期大学、大学等で自動車整備の知識と技術を習得する方法と、整備工場に就
労後、働きながら勉強して資格を取得する方法の二通りがあります。

また、近年、自動車整備士が活躍される場が広がっています。自動車整備士として働いている方で、技術のスペシャリストを目
指すだけでなく、自動車販売などの関連分野においても、会社経営に携わるような重要なポジションに就く方も増えています。こ
のように最近、自動車整備士が、習得した技術を様々な職種で存分に発揮して活躍されています。

整備士を養成する専門学校や短期大学などの授業風景

働きな 取得を目指す

整備 校や短期大学
進学
成施設）

へ進学
（認定 動車科など）

整
備
業
界
に
就
職 働きながら自動車整備振興会に

通い、整備士資格取得や技能向上
（二種養成施設）

経営職
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自動車整備士についてのホームページ【国土交通省】　http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000011.html
自動車整備士養成施設の一覧は、上記ホームページ内の「自動車整備士養成施設」に掲載されています。
養成施設の情報は、一種養成施設は個々の学校等に、二種養成施設はお近くの自動車整備振興会にお問い合わせください。
このパンフレットは、国土交通省のホームページに掲載しています。

先輩からの一言
　お客様から「ありがとう」、「また来
たよ！」、「頑張ってるね！」と声を掛けて
いただくと、とてもうれしいです。「力
仕事」にハンデは感じますが、それ以
外では、特に「女性だから不利」だと
感じたことはありません。女性整備士
は同性に対する接客については、女
性の気持ちが分かるところが有利だ
と思います。
　今後の目標としては、取得できる資
格は全てチャレンジし、整備のプロを
目指します。また、女性らしさを全面
に出し、きめ細かいサービスを心掛け
ます。

車は大切な家族や友人を乗せる機会が多
いので、安心して乗って頂くために、車検など
の受付の時は、車の状態をしっかりと見極め
て、自分なりに適正な整備を考えて、引き渡し
の時に「ありがとう、また来るわ」など感謝の
言葉をもらうとうれしくやりがいを感じます。
女性整備士は、細かく繊細な作業は、手

先が器用な女性が多いので向いていると
思います。
今の若い人は車を移動手段としか思って

いなかったり、車に興味を持っている人が少
なくなっていると思います。そのような中で
安心・安全に車に乗る楽しみを伝えること
ができ、お客様から感謝の気持ちを頂ける
のが整備士だと思います。  

エンジンのオーバホール等、できな
かった整備ができるようになったとき
にやりがいを感じます。また、原因を
探求してトラブルを直したとき、お客
様に感謝されお礼を言われたときは
整備士になってよかったと思える瞬
間です。
先輩の女性整備士（現工場長）と

一緒に仕事をしたとき、こんなことま
で出来るものかと思う位すごくて、正
直びっくりし、その後もいろいろなこ
とを教わり、性別は関係ないと思いま
した。        
整備士は楽ではないけれど絶対や

りがいのある仕事だと思います。        

北海道　Kさん　女性 北海道　Kさん　男性

　整備士になって良かったことは、やはりお
客様に「感謝」をしていただけたということで
す。オイル交換でご来店されたお客様に対し
て、空気圧を調整したり、ウォッシャ液を足し
たり、窓ガラスを拭いたりして、プラスαの整
備を行ったとき、お客様に「ありがとう」と言
われることが多く、本当に整備士になって良
かったと思います。
　整備という仕事は難しい部分も、面白い部
分も沢山あり、本当にやりがいを感じられる職
業だと思います。車が好きな人も、そうでない
人も整備士を目指すなら、先ずは、しっかり勉
強し、試験に備えてください。会社に入り、仕
事が始まったら次から次に目標が見つかり、充
実した社会人生活が出来ると思います。

和歌山県  Mさん  女性 福島県　Yさん　男性

  自動車整備士を目指すには？

  自動車整備士の種類

  自動車整備士の現状

国土交通大臣杯の授与式
　平成28 年 4月26日に自動車整備の
技術と知識を競う第20 回全日本自動車
整備技能競技大会の優勝者に、石井大臣
から国土交通大臣杯が授与されました。
　石井大臣より、優勝者に対し、「自動
車整備は、安全･安心な車社会の大本で
あり、それを支えるのが、自動車整備士
の皆様。これからも全国の自動車整備士
の模範として卓越した知識と技能を広め
つつ、一層活躍いただくことを期待する」
とのお言葉がございました。

石井大臣、 宮内政務官と
第20回大会優勝の福岡県チーム

0  

10  

20  

30  

40  

50  

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
合
格
者
数﹇
千
人
﹈

自動車整備士の合格者数と
整備要員の平均年齢

合格者数推移
平均年齢推移

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

41歳

42歳

43歳

44歳

39歳

40歳

自動車の全般かつ高度な整備
ができる知識と技能はもちろ
ん、環境保全、安全管理等の
知識や、他の整備士等に指導
を行う能力も持っています。

自動車整備士の最高位

三級自動車整備士は、各装置の
基本的な整備ができる知識と
技能を持っています。
特殊整備士は、車体、電気装置、
タイヤの各分野において、専門
的な知識と技能を持っています。

三級自動車整備士
特殊整備士 一級自動車整備士

自動車の一般的な整備ができ
る知識と技能を持っています。

二級自動車整備士

自動車検査員、
整備主任者を
目指す場合は必要

登録試験に関するホームページ　【（一社）日本自動車整備振興会連合会】 http://www.jaspa.or.jp/
登録試験の申請方法、その他登録試験に関して、ご不明な点がありましたら一般社団法人日本自動車整備振興会連合会又は最寄りの各都道府県
自動車整備振興会にお問い合わせください。
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7 ．継続検査に係る広告等料金表示の適正化等について

　事業者が事業を運営していく中で、法律等により守らなければならないことが決められておりま
すが、チラシやホームページ等で広告を行う場合においても、景品表示法により不当な表示が禁止
されております。
　自動車分解整備事業として重要かつ忘れがちな法令等の抜粋を後述いたしますので、自工場にお
ける不適切な表示がないこと等を確認し、関係法令を遵守してユーザーとの適正な取引に努めるよ
うにしてください。

○　関係法令について
　ア）道路運送車両法

　道路運送車両法第91条の３及び同法施行規則第62条の２の２では、自動車分解整備事業者の
遵守事項を規定しています。
・定期点検整備料金の掲示
・概算見積書の交付（定期点検整備）
・分解整備記録簿を記載して写しを交付
・行っていない点検・整備の料金を請求してはならない。また、依頼されていない点検・整
備を不当に行いその料金を請求してはならない。

　自動車分解整備事業者が行う点検または整備は、道路運送車両法の遵守規定により、消費者
保護が図られていることから特定商取引法の適用除外とされています。
参　考
特定商取引法（特定商取引に関する法律）

�
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　イ）個人情報保護法
　個人の権利、利益を保護することを目的とした法律です。個人情報を取扱う事業者として、
以下の項目を守る必要があります。
①個人情報の提供を受ける際に、利用目的を告げなければならない。
②取得した個人情報は、提供を受ける際に告げた利用目的以外に使用してはならない。
③個人情報を第三者に提供する場合、本人の同意を得なければならない。

　ウ）消費者基本法
　消費者の利益の擁護、権利の尊重、自立への支援といった基本理念を定めています。
　また、消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等を規定しており、事業主（者）の責
務として以下のように定められています。
①消費者の安全及び取引における公正を確保すること。
②消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に（難しくなく）提供すること。
③消費者との取引に関して、消費者の知識、経験及び財産の状況（支払い能力）等に配慮す
ること。
④消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、
当該苦情を適切に処理すること。

　エ）消費者契約法
　契約時に、消費者の誤認や困惑によるトラブルから消費者を守ることを目的として、契約を
勧誘する際、以下のような行為を行ってはならない旨が規定されています。
①重要事項について、事実と異なることを告げてはならない。（不実告知）
②将来における変動が不確定なものを断定的に告げてはならない。
（当該車両の保安基準適合性維持に係る将来の予測情報は除く）
③消費者の利益となる情報だけでなく、不利益となることも告げなくてはならない。
（故意の不告知）
④消費者が事業者に対し、その場からの退去の意思を示した場合、それに従わなければなら
ない。
⑤消費者がその場所から退去する意思を示した場合、それを妨げてはならない。

　オ）独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）
　商品等の販売において競争関係にある企業同士が、販売価格、数量及び地域等を話し合いで
決める等の競争行為（カルテル）や取引先に対する不公正な取引方法等の行為を禁止する法律
です。なお、事業者として、以下のような行為が禁止されています。
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①不当な「抱き合わせ販売」（不公正な取引方法）

【例】  人気商品である新車または中古車の販売時に、車両本体価格に３年分の定期点検料
金を加えて販売する。（ユーザーに選択権を与えず、強制的にセットで販売する。）

　カ）景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）
　過大な景品類や不当な表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的で合
理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限し、禁止することにより一般消費者の利益を守
ることを目的としています。

　　景品表示法（抜粋）

（不当な表示の禁止）
第４条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに
該当する表示をしてはならない。
⑴　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似
の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると
示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択
を阻害するおそれがあると認められるもの
⑵　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種
若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の
相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘
引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ
るもの
⑶　前２号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者
に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自
主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

２　内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第１号に該当するか否かを判断するため必
要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏
付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、
当該事業者が当該資料を提出しないときは、第６条の規定の適用については、当該表示
は同号に該当する表示とみなす。

景品表示法に関する窓口
　消費者庁　表示対策課
　　〒100-8958東京都千代田区霞が関3-1-1　中央合同庁舎第４号館
　　　ＴＥＬ：03－3507－8800㈹
　　消費者庁の景品表示法ホームページ
　　http://www.caa.go.jp/representation/index.html
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キ）消費税転嫁対策特別措置法（消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻
害する行為の是正等に関する特別措置法）
　事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するため、消費税の円滑か
つ適正な転嫁を確保することを目的として定められた平成30年９月30日までの時限的措置法で
す。
1　消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
　特定事業者（ ①大規模小売事業者、②特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を

受ける法人事業者）
　特定供給事業者（ ①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者、資本金

等の額が３億円以下である事業者、③個人事業者）
　特定事業者の遵守事項（特定事業者は特定供給事業者に対し、以下の行為を行ってはなら
ない。）
①減額・買いたたき
②購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制
③税抜き価格での交渉拒否
④報復行為
2　消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
　事業者の遵守事項（事業者は消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する以下の表示を行って
はならない。）
①消費税を転嫁していない旨の表示
②消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関
連を明示しているもの
③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表
示に準ずるもの
※消費税の転嫁を阻害する表示に対する勧告、指導等については、消費者庁長官等が実施する。
3　価格の表示に関する特別措置
①消費税の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表
示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価
格を表示することを要しない（総額表示義務の特例措置）。
※税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努めなけれ
ばならない。
②事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示
されているときは、景品表示法第４条第１項（不当表示）の規定は適用しない。

4　消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
　転嫁及び表示カルテルについて、独占禁止法の適用除外とする（公正取引委員会への届出制）。
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転嫁カルテル：転嫁の方法の決定に係る共同行為
【例】  事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格への消費税額分の上

乗せの決定、端数の合理的な範囲での処理の決定
表示カルテル：表示の方法の決定に係る共同行為

【例】価格について統一的な表示方法を用いること
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8 ．車検と定期点検についてのアンケート調査結果等

■「ディーラー工場」及び「整備工場」で車検を利用して
いるのは合わせて86.3％
・直近での車検方法は「ディーラー工場」（47.0％）、「整備
工場」（39.3％）、「ユーザー車検」は10.0％（代行者4.3％
＋自ら5.7％）。
・点検結果・整備内容の説明を受けたのは87.0％。（「口頭
及び書面で説明を受けた」81.7％＋「書面のみで説明を
受けた」5.3％）。
・車検方法の選択理由では、「信頼できるから」（58.7％）
がトップ。以下「料金が安いから」（33.7％）、｢車を購入
したお店だから｣（25.0％）、「以前からの付き合いで」（26.3
％）が続く。
・車検方法別でみると、ディーラー工場では「信頼でき
る」、「車両購入店舗」、整備工場では「料金が安い」が

■性別：男性78.3％／女性21.7％
■職業：公務員＝6.7％／経営者・役員＝1.3％／会社員（事
務系）＝26.0％／会社員（技術系）＝20.3％／会社員（そ
の他）＝19.7％／自営業＝8.3％／自由業＝3.3％／専業
主婦（夫）＝2.3％／パート・アルバイト＝4.7％／学生
＝1.0％／その他＝2.0％／無職＝4.3％

■調査目的：車検の利用状況や整備に関する認知を調査す
ることによって、今後のマーケティング活動の基礎資料
とする。
■調査対象：楽天リサーチのモニター会員
　下記①～④の条件を満たしている20～50代の男女
　　①普通運転免許を所有していること
　　②自家用車を所有していること
　　③月１回以上運転すること
　　④自分で車検費用を支払っていること
■調査地域：関東地方（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉
県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）

それぞれ高い。
■車検の満足度は約65％
・全体の「満足度」は65.3％で、昨年に比べて僅かながら
減少。
■ユーザー車検の定期点検実施者は60％
・ユーザー車検で定期点検を行っているのは60.0％。
・一方で定期点検を行っていない理由としては、「何も不
具合がない」（30.0％）が主な理由。
■整備付き車検は「ディーラー工場」「整備工場」のいず
れも70％以上が次回も受ける
・次回の車検方法は「ディーラー工場」が39.0％、「整備工
場」が37.0％。

・次回の車検について「整備付き車検」を希望しているのは、
整備工場が72.9％、ディーラー工場も71.6％と共に高い。

■年齢：20～24歳＝5.3％／25～29歳＝19.7％／30～34歳＝
8.7％／35～39歳＝16.3％／40～44歳＝9.7％／45～49歳
＝15.3％／50～54歳＝13.7％／55～59歳＝11.3％
■居住地：東京都＝24.7％／神奈川県＝14.7％／埼玉県＝
19.3％／千葉県＝16.0％／茨城県＝8.7％／栃木県＝8.7％
／群馬県＝6.7％／山梨県＝1.3％

■調査方法：インターネットリサーチ
■調査時期：2016年12月２日（金）～７日（水）
■有効回答数：300サンプル
■割付：４セル
　　①20代（20～29歳）75サンプル
　　②30代（30～39歳）75サンプル
　　③40代（40～49歳）75サンプル
　　④50代（50～59歳）75サンプル
■調査実施：自動車整備振興会関東ブロック連絡協議会
■調査実施会社：楽天リサーチ株式会社
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■『車検合格』を正しく理解しているのは約26％
・『車検が通った（合格した）』ことを、「次の車検まで安
全である事とは関係ない」と正しく認識している人は
26.3％。
・車検時の「重量税」「自賠責保険料」支払いの認知は
81.7％。
■定期点検義務付けの認知は77.7％
・１年ごとの定期点検義務を認知しているのは77.7％で前
回と同程度。
・性別では女性よりも男性、年代では若年層よりも40代、
50代における認知率が高い。
・１年ごとの定期点検を「必ず行っている人」は44.7％。
・一方、定期点検を行わない理由は「整備料が高い」が
40.9％で最も多く、これに「面倒」が28.4％で続く。
■各サインの認知率は、「てんけんくん」32.3％、「認証看
板」36.3％、「検査標章」84.0％、「点検整備済ステッカ
ー」83.0％
・「てんけんくん」の認知は全体で32.3％。20代や女性の
認知率が他層と比べて高率。
・「認証看板」の認知は36.3％。女性の認知率が低く、ま

＊その他の内訳＝オートバックス

　調査対象者全員に、直近に行った車検方法につ
いて尋ねた。
　「ディーラー工場に依頼した」が47.0％で最も
多い。次いで「整備工場（ディーラー工場以外）
に依頼した」が39.3％となっており、前回と同傾
向。
　性別で見ると、男性は「ディーラー工場に依頼
した」が48.5% と多く、女性は「整備工場（ディ
ーラー工場以外）に依頼した」が43.1％と多くな
っている。
　年代別では、すべての年代で「ディーラー工場
に依頼した」が「整備工場（ディーラー工場以外）
に依頼した」を上回っている。

た40代の認知率が最も高い。
・「検査標章」の認知は84.0％、「点検整備済ステッカー」
の認知は83.0％であった。共に20代の認知率がやや低調。
■自動車のエコについては「急発進・急ブレーキをしない」
が57.3％
・エコの実施として「急発進・急ブレーキをしない」が最
も多く57.3％。
・整備不良が環境に及ぼす悪影響の中で、多く回答が挙が
ったのは「交通事故への危険性」が48.7％でトップ。次
いで大気汚染への悪影響が24％。
■リサイクル部品の利用は21.3％で、利用したくない理由
は「品質に不安がある」が74.7％
・リサイクル部品の利用は21.3％で、男性や30代の利用が
高め。
・利用したくない理由として「品質に不安」が74.7％。
■不正改造の認知は「着色フィルム貼付」70.0％、「ステ
ッカー貼付」57.0％、「ランプ色の変更」60.3％
・いずれも女性および20代における認知率が低い傾向。
・前回調査に比べて、不正改造のいずれも認知率が減少し
ている。
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　調査対象者全員に、点検結果・整備内容の説明状
況について尋ねた。
　説明を受けたとの回答は、87.0％で、「口頭及び
書面で説明を受けた」が81.7％、「書面のみで説明
を受けた」は5.3％となっている。
　性別で見ると、女性で ｢ 説明を受けた計 ｣ が92.4
％と高率。
　車検方法別では、｢ 整備付き車検（整備工場）｣
及び「整備付き車検（ディーラー工場）」がともに
91.5％と高い確率で説明を受けている。

＊その他の内訳＝口頭のみで説明を受けた

　調査対象者全員に、車検方法を選択した理由について尋
ねた。
　「信頼できるから」が58.7％で最も高く、以下、「料金
が安いから」（33.7％）、「車を購入したお店だから」（25.0
％）、「以前からの付き合いで」（24.7％）と続いている。

＊その他の内訳＝ス
ポーツカーなので
その専門店で／パ
ックに加入してい
る／家まで取りに
きてくれる／知り
合い／知り合いの
お店だから

　車検方法別に見ると、整備付き車検（ディーラー工場）
では「信頼できるから」が73.0％で、ユーザー車検は「料
金が安いから」が76.7％となっており、それぞれ高い数値
を示している。
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　調査対象者全員に、直近の車検に対する満足度につい
て尋ねた。
　全体の65.3％が「満足」と回答しているが最近の傾向
として「満足」は減少し、「どちらともいえない」「不満」
が増加している。
　車検方法別では、ユーザー車検の「満足」が76.7％と
高い数値になっている。

　直近で行った車検に不満と回答した人
に、不満点について尋ねた。
　参考値ではあるが、表の通りとなってい
る。

＊その他の内訳＝キズを付けられた
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　ユーザー車検を受けた人に、定期点検の有無について
尋ねた。
　「定期点検実施者」は60.0％で、前回調査時からやや
増加している。

　ユーザー車検を受けた人に、定期点
検を行わなかった理由について尋ねた。
　参考値であるが、表の通りとなって
いる。
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　調査対象者全員に、次回希望する車検方法について尋ねた。
　「整備付き車検（ディーラー工場）」が39.0％で最も高く、
次いで「整備付き車検（整備工場）」が37.0％となっている。

　次の車検で「安全で故障なく乗れる」が35.3
％、「大体安全である」が32.7％、「安全である
事とは関係ない」が26.3％となっている。
　特に性別では「女性」、年代では「50代」で「次
の車検まで安全で故障なく乗れる」と回答した
比率がいずれも40％を超えている。

　ディーラー工場、整備工場
合わせた「整備付き車検」は
76.0％となっており、車検代
行を含めた「ユーザー車検」
は9.7％とわずかである。
　車検方法別に見ると、同じ
車検方法を選んだ人は「整
備付き車検（整備工場）」が
72.9％、「整備付き車検（デ
ィーラー工場）」が71.6％で、
リピート意向はいずれも70％
強となっている。

＊その他の内訳＝オートバッ
クス
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　調査対象者全員に、「重
量税」と「自賠責保険料」
を国に支払っていること
の認知を尋ねた。
　「どちらも知っていた」
が81.7％で例年と同様に
高い率を示している。
　「どちらも知らなかっ
た」が女性と20代でそれ
ぞれ20％を占めており、
比較的高い比率であっ
た。

　調査対象者全員に、１年ごとの定期点検が法律
で義務付けられていることを認知しているか尋ね
た。
　「知っていた」と回答した人が77.7％で、過去
調査と同程度であった。
　性別では、男性の83.4％に対し、女性は56.9％
と認知率には大きな差が見られる。
　年代別に見ると、40代、50代が80％を超えて高
い率を示している。



―  199  ―

　調査対象者全員に、１年ごとの定期
点検を行っているか尋ねた。
　「必ず行っている」と回答した人が
44.7％で、前回調査時と同水準であっ
た。
　年代別に見ると、年代が高くなるに
つれて実施率も高くなっている。
　車検方法別では、整備付き車検（デ
ィーラー工場）が「必ず行っている」
の割合が約60％と意識の高さが窺え
る。

　１年ごとの定期点検を「行っていない」と回答した人に、
その理由について尋ねた。

　「整備料が高いから」と回答した人が40.9％で最も高く、
次いで、「面倒だから」が28.4％となっている。

＊その他の内訳＝オイル交換などの作業時に随時点検して
もらっている／金に余裕がないから／自分でやるから／

自分で整備している／自分自身で点検しているので／知
らなかったから



―  200  ―

　調査対象者全員に日常点検の実施状況につ
いて尋ねた。
　「使用時ごとに行う」と「時々行う」を合
わせて61.0％であった。一方、「全く行わない」
との回答も32.3％を占めている。
　年代別で見ると、40代で日常点検の実施率
が最も高い。

　調査対象者全員に「てんけんくん」の認知について尋
ねた。
　「知っていた」との回答が32.3％と前回調査と同程度
であった。
　性別で見ると、女性が46.2％と、男性に比べて高くな
っている。
　年代別は、若い世代ほど「知っていた」の比率が高く
なっている。
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　調査対象者全員に「認証看板」の認知について尋ねた。
　「知っていた」との回答は36.3％で、前回調査から上
昇している。
　性別で見ると、男性の認知が41.3％に対して、女性は
18.5％と大きな開きが見られる。
　年代別では、40代の認知が最も高く48.0％であった。

　調査対象者全員に「検査標章」の認知について尋ねた。
　「知っていた」は84.0％であった。
　年代別では、年代が高くなるにつれて認知率も高くなっ
ている。

　調査対象者全員に「点検整備済ステッカー」の認知につ
いて尋ねた。
　「知っていた」は83.0％で、前回調査からやや減少して
いる。
　年代別では、40代の認知が最も高く92.0％であった。
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　調査対象者全員に自動車のエコロジー（自然
環境保護）のために実施していることを尋ねた。
　「急発進・急ブレーキをしない」が57.3％で
例年同様に最も高く、以下「タイヤの空気圧を
定期的にチェックする」、「エアコンの使用を控
える」が続く。
　性別でみると、男性は「空気圧の定期チェッ
ク」が女性より約10％程度高く、女性は ｢車の
定期点検を実施する」、「エアコンの使用を控え
る」、「アイドリングストップをする」で男性よ
り約10％程度高い結果となった。
　年代別では、20代は「急発進・急ブレーキを
しない」、「エアコンの使用を控える」が、また
50代では「タイヤの空気圧を定期的にチェック
する」、｢ 車の定期点検を実施する」が他の年
代に比べ高い率を示している。
　車検方法別では、整備付き車検（ディーラー
工場）において「車の定期点検を実施する」が
約４割と目立っている。
＊その他の内訳＝オイル交換／スピードを守る
／タイヤの空気圧を少し多めにしている／急
発進しない／空ぶかしをしない、省エネエン
ジンオイルの使用

　調査対象者全員に整備不良が環境に及ぼす影
響の中で、どれが最も重大な問題と考えるかを
尋ねた。
　「交通事故への危険性」が48.7％で最も高い。
次いで「排気ガスによる大気汚染への悪影響」
が24.0％となっている。
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　調査対象者全員にリサイクル部品の利用経
験について尋ねた。
　「利用したことがある」が21.3％となって
おり、「今後利用してみたい」が25.7％、「今
後も利用したくない」が25.0％であった。
　車検方法別に見ると、整備付き車検 ( 整備
工場 ) において、30.5％が「利用したことが
ある」と答え、整備付き車検（ディーラー工
場）では、31.9％が「今後も利用したくない」
と答えている。

　リサイクル部品を「利用し
たことがないし、今後も利用
したくない」と答えた人にそ
の理由について尋ねた。
　「品質に不安があるから」
が74.7％と前回調査に比べて
大きく上昇しており、「きち
んとした保証があるか不安だ
から」が42.7％で続いてい
る。

＊その他の内訳＝中古が嫌いだから
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　「着色フィルム貼付」が不正
改造に該当することの認知は、
70.0％と他の不正改造と比べて
高い。
　年代別では、20代の認知が52
％であるのに対し、30代以上で
は70％以上が認知していた。

　「ステッカー貼付」が不正改
造に該当することの認知は57.0
％。
　年代別に見ると、30代以上で
の認知率が60％以上であるのに
対し、20代では40％であった。

　「ランプ色の変更」が不正改
造に該当することの認知は、昨
年と同様60.3％。
　年代別は、30代以上の認知率
が61％以上であるのに対し、20
代では49.3％となっている。
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自動車整備士のイメージ 性別 年齢
イメージがない 男性 38
かっこいい 男性 43
信頼できる 女性 37
車社会の安全を支えるプロフェッショナル 男性 52
安心 男性 47
特になし 男性 42
信頼できる 男性 57
工賃が高い 男性 49
良い 男性 51
ない 男性 48
専門家 男性 53
特になし 男性 58
素晴らしい 男性 55
普通でしょ 男性 49
たいへん 男性 52
サイコー 男性 39
千差万別。接客・整備技術共に本当に素晴らしい人も
大勢いるが、どうやって資格を習得できたのか理解に
苦しむ人もいる。

男性 29

責任持って、安全な整備ができる 男性 45
信頼性 男性 39
国家資格を持った整備士による点検を受ければ、安心
して運転できる 男性 56

特にない 男性 48
成るのに難しそう 男性 56
ない 女性 39
よい 女性 38
信頼出来る 女性 44
資格があるので故障修理を他へ依頼せずに自分で直せ
そうだから料金も安く済みそう 男性 41

特にない 男性 51
特にない 男性 48
重労働のわりに低賃金 男性 43
メカニック 黒い 男性 46
良い仕事 男性 51
特に無い 男性 43
すごい 男性 56
汚れる 男性 52
特に 男性 55
なし 女性 33
特に無い 男性 29
信頼できる？ 女性 55
安月給 男性 39
特にありません 男性 59
爪がオイルでよごれている 男性 51
特に思い浮かばない 男性 57
特になし 男性 47
特になし 女性 34
ない 男性 47

自動車整備士のイメージ 性別 年齢
大変そう。今はコンピュータ化してるから 男性 52
安心 男性 52
責任ある仕事 男性 47
なし 男性 46
大変だけどやり甲斐のある仕事だと思う 男性 47
下支え 男性 46
堅実 男性 52
特にない 男性 52
必要 男性 47
地味な仕事 男性 56
基本を守りつつ、経験上身につけている技術がたかい 男性 34
よくわからない 男性 56
国家資格 男性 36
大変だがやりがいのありそうな仕事 男性 46
特にない 男性 56
特に無し 男性 57
特にない 男性 54
安全、安心のためにできれば自分でも取ってみたい資
格である 男性 59

特にない 男性 36
資格取得が大変だと思う 男性 38
ちゃんとしている 女性 28
安全第一を心かけている 男性 58
ない 男性 36
職人肌 男性 37
なし 男性 23
なし 女性 36
特に無い 男性 54
給料が安い 男性 34
クルマ全般にわたる知識にプロ 男性 51
特になし 男性 42
信頼できる。 男性 38
車の知識が豊富 男性 37
特になし 男性 46
ない 男性 56
大変 男性 57
特にない 男性 51
質が良くなった 男性 57
自動車を熟知している 男性 39
何もない。 男性 49
やってみたい 男性 59
日本ならではの規制の恩恵を最大限に受けている 男性 50
専門家 男性 54
安心感はある 男性 52
特になし 男性 29
よい 男性 39
知識がない（例えばけん引フック） 男性 28
人により技術力の差が… 男性 45
特に無い 男性 54
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自動車整備士のイメージ 性別 年齢
大変 男性 41
任せることができる 女性 53
信頼  確実 男性 44
特にありません 男性 37
良いと思う 男性 28
かっこいい 男性 40
頼りになるが、ちょっといい加減な人もいる？ 男性 46
ない 女性 28
車のことをよく知っている 女性 58
なし 男性 55
特になし 男性 33
車の安全を守る重要な職務 男性 29
ガテン系 男性 34
特になし 男性 55
特にない 男性 47
信頼できる 女性 56
細かいところにも集中力を欠かせない重要な仕事であ
る 男性 52

自動車整備工場等営業するために一定数必要な人 男性 34
しっかりしてそう 男性 27
大変 男性 47
給与がやすい 男性 29
信用できる 男性 30
日々勉強しないといけないので大変であり、信頼も出
来る 男性 55

男の仕事 男性 26
三菱自動車から賄賂をもらう仕事 男性 39
プロフェショナル 女性 52
自動車を愛していそう、機械いじりが得意 男性 26
特にない 男性 57
きつい  汚い  危険  給料安い 男性 46
大変だが、給料がよさそう 男性 36
大変 男性 54
特にありません 男性 50
プロのイメージ 女性 50
特にない 男性 45
オイルくさい 男性 27
特にない 女性 52
頑張っている 男性 35
自動車のプロ 男性 53
給料が安い 男性 39
よりいい仕事をしてくれそう 男性 26
とくになし 男性 49
１級整備士と２級整備士の整備士としての力量差が大
きい  ２級整備士の力量向上を図るべきと思う 男性 52

堅実で仕事に困らなさそう。汚れる仕事で大変そう 男性 39
なし 男性 47
頼りになる 男性 37
特になし 女性 55
大変そう 女性 35
すごい 男性 49
なし 男性 22
大変そうなのに給料が安い 女性 27
低年収 重労働 男性 39
わからない 女性 23

自動車整備士のイメージ 性別 年齢
専門性の高い仕事 男性 38
とくにない 男性 29
過去の機械的な技術だったものが最新の電機的な技術
に変わって大変だと思う 男性 46

大変難しい 男性 40
専門知識を持っている 男性 54
腕の差が大きい 男性 51
特になし 男性 29
国家資格のくせに給料が低い 男性 33
大変そう 女性 26
待遇があまりよくない 男性 39
信頼 男性 47
ない 女性 25
なし 男性 38
特になし 男性 38
公務員のような堅いイメージ 男性 53
大変そう 女性 27
整備士により、法令遵守や改造車への心構えに差があ
るように思う 男性 43

丁寧 男性 49
ない 男性 34
給料がやすい 男性 30
知識がある 女性 52
車の専門家 男性 47
信頼できる 男性 52
なし 男性 43
特に無い 男性 39
別に国家資格を有さなくても良いと思う 男性 52
たくさんいる 男性 35
自動車整備に関するプロフェッショナル 男性 55
大変だな。 男性 38
なし 男性 39
体力と根気の要る仕事 女性 28
必要な仕事 男性 42
信頼できる 女性 36
国家資格だけにすごい資格だと思う 男性 43
自動車を整備するひと 男性 52
大変そう 男性 31
私のように車は運転するけど知識が乏しい、自分でタ
イヤすら変えられない人間にとってはいないと困りま
す

女性 37

大変なお仕事です 男性 42
大変 女性 49
安心安全な整備ができる 男性 49
国家資格なのに給料が安い 女性 28
油まみれで趣味を仕事にしている 男性 31
汚くて、給与が低い 男性 28
なし 男性 49
工場 男性 31
特にない 男性 43
専門家がいてくれて助かる 男性 56
とくにない。 男性 22
車に関する仕事でいいなあと思う 男性 45
車についてのプロフェッショナル 男性 42
特になし 女性 51
車のプロ 男性 37
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自動車整備士のイメージ 性別 年齢
とくになし 男性 38
きつい 男性 28
すごい 男性 29
整備をしてくれる人 女性 29
薄給で頑張っている 男性 46
２年は早すぎる 女性 38
故障を直してくれる 男性 54
手に職、手堅い 男性 27
いいと思う 男性 39
車の安全を守ってくれる 男性 35
エキスパート 男性 42
給料が安い 男性 58
特になし 男性 35
特にない 男性 22
特になし 女性 29
ない 女性 26
信頼できる 男性 26
かっこいい 男性 34
信頼できる 男性 43
特にない 男性 30
いい 女性 23
普通 男性 26
大変な仕事だと思う。自分にはできない仕事 男性 52
車検のときに助けてもらう 女性 28
プロフェッショナル 男性 56
なし 女性 24
専門的 男性 40
全くない 女性 25
大変だと思う 女性 29
大変そう 女性 32
大変そう 女性 44
汚い 男性 29
プロフェッショナル！ 男性 55
特にない 男性 45
車を整備する 女性 26
誠実でまじめな人がする職業 男性 45
特になし 男性 49
大変 男性 32
特になし 男性 43
安全に乗れるように整備してくれる 女性 28
無し 男性 38
基本料金が高い 女性 38
安心できる 女性 25
自動車整備のプロ 男性 46
資格取得が難しい 男性 24
激務 男性 29
車が好き。手がオイルで汚れている。顔が黒いが歯は
白い 男性 46

信用出来る 男性 44
難しい 女性 47
ない 男性 29
車の安全性の向上 男性 45
知識が必要な仕事 女性 29
信頼できる 男性 25
男の人の仕事なイメージ 女性 27

自動車整備士のイメージ 性別 年齢
慣れてきたり、親しい人の依頼だと点検が甘くなった
り違反を、通してしまったりしてそう 男性 24

素晴らしい 男性 25
得意な車種、不得意な車種がある 女性 33
何も思わない 男性 33
特に無 男性 48
車のことを任せられるプロ 男性 44
大変な仕事 男性 43
男性が多い、専門的 女性 27
ありません 男性 38
ちゃんと点検してくれる人もいればしてくれない人も
いたりしたのでもう少し自覚と責任をもって仕事をし
てほしい

女性 33

車に詳しい 男性 27
ミスが許されない仕事 女性 26
なし 女性 21
分からない 男性 28
どこにいるのか、メリットは何か、費用がどれくらい
かかるのかといった情報を何も得ていない 男性 56

なし 男性 51
最低限の事はできるイメージ 女性 28
車検 男性 30
とくになし 男性 25
かっこいい 女性 22
信頼する。 男性 48
かっこいー 女性 25
国家資格だというのをはじめて知りました、でもとて
も大事でありがたいお仕事だと思います 女性 30

人の命に関わる仕事 女性 29
よく勉強してるなと感心する 男性 41
職人技というか、確かな技術を持った方々だと思って
います。信頼しています 女性 27

特になし 男性 24
責任のあるお仕事 女性 31
特に意味はない。名前貸しとまでは言わないもののそ
の人が整備をしているとは思っていない 男性 30

技術の差がある 男性 37
ない 男性 29
安心感がある 男性 29
自動車の修理点検を行う。車検の手続きを代行してく
れる 男性 29

サービス 男性 24
特にないです 男性 34
整備士 女性 23
特にない 男性 51
人によって技術が違う 女性 22
信頼できる 男性 44
車のドクター。車について、良く勉強している 男性 56
任せて安心 男性 48
すごい 男性 26
安全を守る仕事、信頼されている重要な仕事 男性 35
割りに合わない仕事 女性 43
人間の病気を見つけるのが医者のように、車の異常や
点検を行ってくれる人が自動車整備士 女性 24

専門知識に富んでいる 男性 27
肉体労働で大変そう 女性 29
低賃金 男性 37
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自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
安く安全に 男性 38
安心 男性 43
なし 女性 37
車の修理・点検だけでなく、故障を予防し車の寿命を
延ばす正しい使い方について適切なアドバイスをして
欲しい

男性 52

事前に費用を提示してほしい 男性 47
特になし 男性 42
確実な作業 男性 57
もっとリーズナブルに 男性 49
特になし 男性 51
誠実 男性 48
安全性 男性 53
特になし 男性 58
安全性 男性 55
普通にきちんとしてくれればいい 男性 49
無駄にしない 男性 52
ない 男性 39
作業ミスをしない 男性 29
自分が日常点検しなくても、点検から点検までの間
の、問題点を早めに見つけ、教えてくれる 男性 45

丁寧に 男性 39
素人にはわかりにくい部分の整備もしっかり行ってく
れること 男性 56

できるだけ安く 男性 48
明朗会計 男性 56
次の車検まで故障がないように 女性 39
安全な車にすること 女性 38
特にない 女性 44
走行中に車の違和感や異常があるとき口頭で説明して
も理解できずなので整備士が運転をして確認してもら
いたい

男性 41

すぐにできること 男性 51
いつでも素早く対応してくれることを期待したい 男性 48
もっとわかりやすい料金体系 男性 43
なし 男性 46
真面目な仕事 男性 51
キチンとやってくれて、説明があればいい 男性 43
なし 男性 56
必要ない整備はしなくていい 男性 52
安いこと 男性 55
なし 女性 33
正確性 男性 29
信頼できる範囲で安く修理、点検してほしい 女性 55
特になし 男性 39
修理は、ごっそり交換ではなく、故障した部品の交換
として欲しい 男性 59

確実な作業。 男性 51
良心的な対応 男性 57
特にないです 男性 47
特になし 女性 34
ない 男性 47
騙さないで欲しい 男性 52
安心。低価格 男性 52
安心感が感じられる説明 男性 47
なし 男性 46

自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
真面目にやっていただければ良いです 男性 47
正確な作業 男性 46
正確、優れた見極め 男性 52
特にない 男性 52
正確 男性 47
気にかかることがらがあったら何でも話してくれる 男性 56
適正に自動車の状態を判断して、注意点や修理個所を
納得できるように説明してほしい 男性 34

特にない 男性 56
まともな対応をしてほしい専門語を使わないで欲しい
説明してほしい 男性 36

自分の車の乗り方や頻度に合わせて、交換する部品の
目安を知りたい 男性 46

特にない 男性 56
特に無し 男性 57
確実な点検 男性 54
将来的に予想される不具合に対しての予防処置やその
方法についてのアドバイス等があると良いと思う 男性 59

値段を安く 男性 36
安くしてほしい 男性 38
ちゃんとしてくれる 女性 28
丁寧に、早く、安く 男性 58
ない 男性 36
確実に仕事をしてくれればよい 男性 37
なし 男性 23
誠実な対応 女性 36
特に無い 男性 54
高い品質 男性 34
素早い仕事。 男性 51
特になし 男性 42
安全性の保証 男性 38
信頼のおける対応 男性 37
特になし 男性 46
ない 男性 56
なし 男性 57
特にない 男性 51
特になし 男性 57
整備不備なく対応してほしい 男性 39
特にない。 男性 49
早く正確にお願いします 男性 59
整備の内容をわかりやすく、且つ選択できるようにし
てほしい 男性 50

整備内容と必要性の説明 男性 54
確実な整備 男性 52
特になし 男性 29
確実性 男性 39
違反かそうでないかというラインを知っていること、
エンジン形式から1台ごとの特徴を知っていること 男性 28

整備レベルの向上 男性 45
特に無い 男性 54
"部品点数
整備代が高い" 男性 41

安全、かつ的確に整備してほしい 女性 53
安くて安心 男性 44
適切な説明。ユーザーが納得する説明。整備の正確さ。
車が傾かない 男性 37
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自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
丁寧にやってもらう 男性 28
誠実な対応 男性 40
担当する人でバラツキなくきっちりやって欲しい 男性 46
ない 女性 28
安全に運転できる車に整備してほしい 女性 58
納得のいく整備 男性 55
ちゃんとした整備、安全性の確保 男性 33
わかりやすく説明してもらえる誠実さが必要だ 男性 29
知性の高い人が、しっかり対応してくれること 男性 34
価格をオープンに 男性 55
特にない 男性 47
完璧な点検修理 女性 56
再確認の徹底 男性 52
ディーラーのように利益だけの為に「無駄」な整備を
勧めてこないこと 男性 34

特になし 男性 27
信頼 男性 47
特になし 男性 29
信用と技術 男性 30
損得無しのアドバイス 男性 55
特にありません 男性 26
特になし 男性 39
代車の充実 女性 52
車の内部を人体のカルテのように図とともに説明して
ほしい。例えば急ブレーキをかけると摩耗してここに
負荷がかかるなど

男性 26

安く 男性 57
お互いの希望を合わせる 男性 46
整備費用を安くしてほしい 男性 36
ミスのないようにてんけんしてほしい 男性 54
安心と信頼 男性 50
安心して運転できるようにアドバイスしてくれる 女性 50
きちんと手抜きしないでほしい 男性 45
ない 男性 27
特にない 女性 52
特になし 男性 35
安全に乗れるように 男性 53
品質の向上 男性 39
お金はかかるが不備があればなんでも言って欲しい 男性 26
とくになし 男性 49
整備前と整備後における車の違和感がどうしても生じ
てしまう。調整の影響とはいえ、過度な調整でないか
いつも疑問に思う。オイル類の交換について、適正な
アドバイスが乏しいと感じる。エンジンオイルは問題
ないが、ギヤオイル、デフオイルなどは、ユーザーで
はなかなか判断しにくい。プロとしてのアドバイスを
もう少し前面に出してくれるとありがたい。リコール
未満の納車後の不具合に関して、原因を曖昧にする風
潮があるように思える。張りぼてでの対応のようにも
思えてならない。節度ある対応を希望する

男性 52

高く正確な技術と素人にもわかりやすく説明する話
術、腰の低さを兼ね備えた技術者がいること 男性 39

なし 男性 47
丁寧な仕事 男性 37
特になし 女性 55
一台、一台きちんと見てほしい 女性 35
ない 男性 49
なし 男性 22
早くて安くて丁寧な仕事。 女性 27
安全 男性 39

自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
安心の対応 女性 23
明確な車両状況の解説並びに対応方法 男性 38
とくにない 男性 29
技術の向上 男性 46
安全第一 男性 40
事故防止 男性 54
運転しやすい調整を望む 男性 51
特になし 男性 29
なし 男性 33
誠実さ正確さ 女性 26
信頼できること 男性 39
安全 男性 47
特にない 女性 25
なし 男性 38
必要なサービスを適切な価格で正確に実施 男性 38
料金安く、接客態度が良い事。ショップが綺麗な事 男性 53
特になし 女性 27
ナンバーを見えづらくする物や騒音が酷いマフラー
等、違法でなくともモラル上良くない事をしている車
に対して、注意等してほしい

男性 43

長く乗り続けられる為の整備 男性 49
とくにない 男性 34
信頼できる 男性 30
整備内容の説明 女性 52
適正な対応。過度な事は控えてもらいたい 男性 47
安全確保 男性 52
なし 男性 43
特に無い 男性 39
交換しなくても良いものまで交換を奨めてほしくない 男性 52
きちんとした整備 男性 35
故障しそうな箇所を事前に見つけて修理メニューを複
数提示してもらいたい 男性 55

税金が安ければ 男性 38
ない 男性 39
とくにないです 女性 28
丁寧な整備 男性 42
しっかり隅々まで点検してほしい 女性 36
確実な作業をお願いします。 男性 43
正しい整備 男性 52
もっと分かりやすく説明して欲しい 男性 31
丁寧で信頼のおける仕事をしてほしい 女性 37
安くて早いと良いです 男性 42
正確性 女性 49
特になし 男性 49
細かいところまでちゃんと車までいって説明してくれ
て、日常点検をその車種ごとに教えてほしい 女性 28

整備とともに適切なアドバイス 男性 31
安全安心は仕事をして欲しい 男性 28
なし 男性 49
早い、安い、安心 男性 31
きちんと点検整備し締め忘れ等ないように注意しても
らいたい 男性 43

知識を豊富にして欲しい 男性 56
とくにない 男性 22
速さより安全 男性 45
わかりやすい説明 男性 42
特になし 女性 51
なし 男性 37
親身な付き合い 男性 35
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自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
とくになし 男性 38
ない 男性 28
安くていい仕事 男性 29
早くて安全な整備 女性 29
とくにない 男性 46
安全点検してくる 女性 38
特にない 男性 54
もうちょい車検代安くしてほしいです 男性 27
腕がいい人にお願いしたい 男性 39
安全さ 男性 35
不明瞭な見積もりはやめてほしい 男性 42
納得する料金 男性 58
ない 男性 35
特にない 男性 22
特になし 女性 29
ない 女性 26
確実な点検 男性 26
素人にも分かるように情報提供をしてほしい 男性 34
法定点検箇所以外の整備 男性 43
親切 男性 30
安心して使えること 女性 23
安く、サービス良く。安心を 男性 26
丁寧な対応と説明が常に行われる事 男性 52
最低額の安い金額で、安全に運転出来るように車を見
てほしい 女性 28

・安い・早い・安心 男性 56
なし 女性 24
手を抜かない 男性 40
ちゃんとした説明 女性 25
安全運転できるよう点検して欲しい 女性 29
安くて信頼できる工場であってほしい 女性 32
安くやって欲しい 女性 44
せいけつ、丁寧 男性 29
これからも信頼ある整備おねがいします 男性 55
手抜きをしないでほしい 男性 45
気軽に行ける感じ 女性 26
まじめで誠実に仕事をして頂く事 男性 45
安さ 男性 49
特になし 男性 32
最小限の部品交換を希望するがある程度の提案もして
欲しい 男性 43

安全に乗れるように点検してくれて、今後どーゆう事
に気をつけたほうがいいのか教えてほしい 女性 28

無し 男性 38
もっと安く 女性 38
確実な整備。次の検査まで安全に運転できるような整
備 女性 25

なるべく早く、なるべく安くで、お願いします 男性 46
何年も使えるように整備をしてほしい 男性 24
接客を勉強してほしい 男性 29
自分が行う整備に自信を持って欲しい 男性 46
もっと安くして欲しい 男性 44
分かりやすい説明 女性 47
ない 男性 29
車の故障時の迅速な修理 男性 45
誠実な対応 女性 29
安心感 男性 25
修理が早い、価格が安い 女性 27
きちんと点検して、どのくらいで何を交換したら良い
かなどきちんと分かりやすく伝えて欲しい 男性 24

自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
特になし 男性 25
車に詳しくない女性にも専門用語ではなく、キチンと
わかるように説明して欲しい 女性 33

何もない 男性 33
特に無 男性 48
点検、整備の際に内容の説明をしっかり行ってほしい 男性 44
安心して車に乗れるようにお願いします 男性 43
分かりやすく説明して欲しい 女性 27
ありません 男性 38
点検してないのにしたで通すのはやめてほしいです 女性 33
車種毎のウィークポイントの把握 男性 27
安く安全に点検してほしい 女性 26
なし 女性 21
分かりやすい 男性 28
定められた点検項目をきちんと短時間で遂行してくれ
ること、同じ工場に毎回出すようにしているので、予
防的な視点から点検に先立ったうえで、費用対効果も
踏まえて的確に助言してくれること

男性 56

なし 男性 51
仕事がスピーディ、正確、安さ 女性 28
何も言わなくても新車のよう 男性 30
とくになし 男性 25
安心して乗れるように点検してください 女性 22
今は思い浮かばない 男性 48
確実に 女性 25
安全に走れるように点検や修理をして、あわよくば車
をきれいにして返してくれればもう十分です 女性 30

しっかり確実に安全なのか点検をしてほしい 女性 29
価格と継続したフォロー 男性 41
もう少し安く受けられると、車の所有に対して垣根が
低くなるのではないでしょうか 女性 27

特になし 男性 24
話しやすいこと。相談しやすいこと 女性 31
安価に済ませれることを１番望む。ディーラーのよう
な押し付け交換は望まない 男性 30

正確な整備 男性 37
ない 男性 29
安心感があるといい 男性 29
調子の悪いところの修理などの要望に応えた点検整備 男性 29
サービス 男性 24
特にないです 男性 34
自分の車を整備するように、人の車もちゃんと整備し
てほしい 女性 23

安全のために確実に整備を行うことを望む 男性 51
的確な修理 女性 22
説明。料金の安さ 男性 44
整備だけでは、なく、新しい車の情報も教えてほしい 男性 56
きちんとした、整備と説明をしてほしい 男性 48
安く 男性 26
安心かつ安全の整備内容 男性 35
サービス 女性 43
正確な点検、アドバイス 女性 24
自動車の保有制度について説明してくれること 男性 27
自動車に詳しくない女性でもわかりやすく説明してほ
しい。定期整備を忘れないよう、お知らせハガキなど
ほしい

女性 29

現物を前に詳しい説明を求めます 男性 37
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Ⅴ．資料編

1 ．検査対象車両数、認証工場等の推移

　関東運輸局管内（以下「管内」という。）における検査対象車両数、認証工場数、人口及び世帯
の推移は次のとおりです。

⑴　検査対象車両数の推移＜図Ⅰー 1＞

　管内の検査対象車両数（軽自動車を含む。以下に同じ。）は、平成29年 3 月末現在において、
22,233千台となり、対前年比で111千台の増加になっています。
　これらを各都県別にみても、近年増加傾向となっています。
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〈図Ⅰ－ 1〉　運輸支局別検査対象車両数の推移（各年度末現在）
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⑵　認証工場数、人口、世帯数等の推移＜表Ⅰー 1、図Ⅰー 2、 3＞

①　認証工場数
　管内の認証工場数は、平成29年 3 月末時点において24,414工場であり、対前年比で47工場の
減少となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、千葉15工場が伸び率が最も高く、次いで埼玉の13工場、群
馬 3工場の順ですが、東京については、55工場の減少となっています。

②　人　口
　管内の人口は、平成28年10月 1 日時点において43,962千人であり、対前年比で89千人の増加
となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、東京の94千人で伸び率が最も高く、次いで埼玉の28千人、
千葉の12千人の順となっています。

③　世帯数
　管内の世帯数は、平成29年 1 月 1 日時点において20,478千世帯であり、対前年比で983千世
帯の増加となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、東京の302千世帯で最も伸び率が高く、次いで埼玉の244千
世帯、千葉の204千世帯となっています。

④　認証工場当たり検査対象車両数
　認証工場当たりの検査対象車両数は、管内平均で910台であり、対前年比で 5台の増加となっ
ています。
　これらを各運輸支局別にみると、神奈川が1,199台で最も多く、次いで千葉の971台、埼玉の
905台の順になっており、群馬が749台で最も少ない状況となっています。
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〈表Ⅰ－ 1〉　認証工場数・人口・世帯数等の推移

運　輸
支局別

年度
認　　証
工 場 数

人　　口
（千人）

世 帯 数
（千世帯）

認　証　工　場　当　た　り
検査対象車両数 人　　口 世 帯 数

東　京

26 4,912 13,336 6,825 825 2,715 1,389
27 4,798 13,530 6,692 857 2,820 1,395
28 4,743 13,624 6,994 868 2,872 1,475
増減 ▲55 △94 △302 △11 △53 △80

神奈川

26 3,241 9,099 3,989 1,176 2,807 1,231
27 3,205 9,136 4,193 1,191 2,851 1,308
28 3,195 9,145 4,236 1,199 2,862 1,326
増減 ▲10 △9 △43 △8 △12 △18

埼　玉

26 4,365 7,242 2,960 902 1,659 678
27 4,392 7,261 2,968 901 1,653 676
28 4,405 7,289 3,212 905 1,655 729
増減 △13 △28 △244 △4 △1 △53

群　馬

26 2,330 1,970 781 750 845 335
27 2,349 1,973 773 747 840 329
28 2,352 1,967 831 749 836 353
増減 △3 ▲6 △58 △2 ▲4 △24

千　葉

26 3,657 6,205 2,630 960 1,697 719
27 3,642 6,224 2,607 969 1,709 716
28 3,657 6,236 2,811 971 1,705 769
増減 △15 △12 △204 △2 ▲4 △53

茨　城

26 3,115 2,911 1,130 811 935 363
27 3,128 2,917 1,123 811 933 359
28 3,113 2,905 1,221 819 933 392
増減 ▲15 ▲12 △98 △8 △1 △33

栃　木

26 2,026 2,000 802 825 987 396
27 2,036 1,998 809 825 981 397
28 2,038 1,966 817 828 965 401
増減 △2 ▲32 △8 △3 ▲17 △4

山　梨

26 912 834 332 804 914 364
27 911 834 330 808 915 362
28 911 830 356 810 911 391
増減 △0 ▲4 △26 △2 ▲4 △29

管　内

26 24,558 43,597 19,449 892 1,775 792
27 24,461 43,873 19,495 905 1,794 797
28 24,414 43,962 20,478 910 1,801 839
増減 ▲47 △89 △983 △5 △7 △42

　注：①　人口及び世帯数は総務省又は各自治体が公表している数。
　　　②　検査対象車両数は軽自動車を含む。
　　　③　認証工場、人口及び世帯数は当該年度末現在の数を示す。
　　　④　増減欄は、対前年比を示す。
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〈図Ⅰ－ 2〉　平成28年度支局別認証工場の対前年比増減数

（単位：工場）

東京 神奈川 埼玉 群馬 千葉 茨城 栃木 山梨
-55 -10 13 3 15 -15 2 0

〈図Ⅰ－ 3〉　認証工場当たり検査対象車両数、人口及び世帯数

東　京 神奈川 埼　玉 群　馬 千　葉 茨　城 栃　木 山　梨
　 検査対象車両数（台） 868 1,199 905 749 971 819 828 810 
　 人　　　口（人） 2,872 2,862 1,655 836 1,705 933 965 911 
　 世　帯　数 1,475 1,326 729 353 769 392 401 391 

（ 1 目盛500を示す）
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2 ．関東運輸局管内整備事業の現況

⑴　整備事業の概要

支局別 整備事業 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末

東　京

認　　　証 5,018 4,976 4,912 4,798 4,743 
認　　　定 166 164 160 154 147 
指　　　定 1,398 1,388 1,377 1,359 1,342 
指定／認証 27.9% 27.9% 28.0% 28.3% 28.3%

神奈川

認　　　証 3,226 3,238 3,241 3,205 3,195 
認　　　定 110 108 105 104 104 
指　　　定 1,053 1,057 1,056 1,063 1,060 
指定／認証 32.6% 32.6% 32.6% 33.2% 33.2%

埼　玉

認　　　証 4,351 4,349 4,365 4,392 4,405 
認　　　定 88 87 86 85 86 
指　　　定 1,079 1,082 1,091 1,105 1,123 
指定／認証 24.8% 24.9% 25.0% 25.2% 25.5%

群　馬

認　　　証 2,338 2,336 2,330 2,349 2,352 
認　　　定 72 72 72 72 74 
指　　　定 566 569 577 577 583 
指定／認証 24.2% 24.4% 24.8% 24.6% 24.8%

千　葉

認　　　証 3,646 3,655 3,660 3,642 3,657 
認　　　定 100 99 96 96 99 
指　　　定 1,180 1,190 1,205 1,217 1,224 
指定／認証 32.4% 32.6% 32.9% 33.4% 33.5%

茨　城

認　　　証 3,098 3,111 3,115 3,128 3,113 
認　　　定 76 75 75 74 72 
指　　　定 781 784 784 787 797 
指定／認証 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.6%

栃　木

認　　　証 2,013 2,033 2,026 2,036 2,038 
認　　　定 71 70 69 69 68 
指　　　定 570 573 577 578 586 
指定／認証 28.3% 28.2% 28.5% 28.4% 28.8%

山　梨

認　　　証 911 915 912 911 911 
認　　　定 42 41 42 42 42 
指　　　定 240 241 243 243 244 
指定／認証 26.3% 26.3% 26.6% 26.7% 26.8%

局　計

認　　　証 24,601 24,613 24,561 24,461 24,414 
認　　　定 725 716 705 696 692 
指　　　定 6,867 6,884 6,910 6,929 6,959 
指定／認証 27.9% 28.0% 28.1% 28.3% 28.5%

全国計

認　　　証 92,030 92,135 92,252 92,156 92,044 
認　　　定 2,954 2,918 2,891 2,856 2,821 
指　　　定 29,477 29,612 29,749 29,863 29,974 
指定／認証 32.0% 32.1% 32.2% 32.4% 32.6%

局／全国
認　　　証 26.7% 26.7% 26.6% 26.5% 26.5%
認　　　定 24.5% 24.5% 24.4% 24.4% 24.5%
指　　　定 23.3% 23.2% 23.2% 23.2% 23.2%
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⑵　整備主任者の選任状況の推移

項　目
支局別 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末

東　京 13,314 13,194 12,899 12,701 12,603 

神奈川 8,559 8,610 8,593 8,508 8,582 

埼　玉 9,682 9,780 9,903 9,982 10,078 

群　馬 5,055 5,044 5,043 5,067 5,142 

千　葉 9,403 9,425 9,467 9,468 9,551 

茨　城 6,597 6,605 6,600 6,684 6,669 

栃　木 4,603 4,563 4,569 4,592 4,566 

山　梨 1,972 1,973 1,914 1,946 1,961 

局　計 59,185 59,194 58,988 58,948 59,152 

全国計 220,681 220,928 221,292 221,158 222,891 

局／全国（％） 26.8% 26.8% 26.7% 26.7% 26.5%

⑶　自動車分解整備事業（新規・廃止）状況の推移

項　目

支局別

平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末

新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止

東　京 48 109 57 99 36 98 47 102 44 99

神奈川 47 43 52 42 68 59 59 61 42 52

埼　玉 70 67 61 62 72 54 78 50 79 66

群　馬 36 20 31 33 27 33 49 30 29 26

千　葉 44 44 43 34 50 48 54 48 53 38

茨　城 50 23 54 41 48 44 49 36 25 42

栃　木 28 17 35 16 26 33 35 24 19 17

山　梨 14 12 14 11 10 13 7 7 9 8

局　計 337 335 347 338 337 382 378 358 300 348 
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⑷　認証 1工場当たりの検査対象車両数の推移

年度
支局別 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末

東　京

認　証　工　場　数 5,018 4,976 4,912 4,798 4,743 

検 査 対 象 車 両 数 4,105,806 4,107,188 4,107,346 4,111,964 4,120,870 

1 工場当たり車両数 818 825 836 857 869 

神奈川

認　証　工　場　数 3,226 3,238 3,241 3,205 3,195 

検 査 対 象 車 両 数 3,791,493 3,811,164 3,812,535 3,818,311 3,833,642 

1 工場当たり車両数 1,175 1,177 1,176 1,191 1,200 

埼　玉

認　証　工　場　数 4,351 4,349 4,365 4,392 4,405 

検 査 対 象 車 両 数 3,879,150 3,910,143 3,938,346 3,959,347 3,987,336 

1 工場当たり車両数 892 899 902 901 905 

群　馬

認　証　工　場　数 2,338 2,336 2,330 2,349 2,352 

検 査 対 象 車 両 数 1,727,357 1,737,639 1,748,491 1,754,317 1,761,706 

1 工場当たり車両数 739 744 750 747 749 

千　葉

認　証　工　場　数 3,646 3,655 3,657 3,642 3,657 

検 査 対 象 車 両 数 3,465,853 3,488,659 3,511,880 3,529,324 3,552,152 

1 工場当たり車両数 951 954 960 969 971 

茨　城

認　証　工　場　数 3,098 3,111 3,115 3,128 3,113 

検 査 対 象 車 両 数 2,490,664 2,504,598 2,523,992 2,535,482 2,551,799 

1 工場当たり車両数 804 805 810 811 820 

栃　木

認　証　工　場　数 2,013 2,033 2,026 2,036 2,038 

検 査 対 象 車 両 数 1,650,279 1,661,151 1,671,832 1,680,260 1,687,704 

1 工場当たり車両数 820 817 825 825 828 

山　梨

認　証　工　場　数 911 915 912 911 911 

検 査 対 象 車 両 数 723,689 728,607 733,267 736,414 738,790 

1 工場当たり車両数 794 796 804 808 811 

局　計

認　証　工　場　数 24,601 24,613 24,558 24,461 24,414 

検 査 対 象 車 両 数 21,834,291 21,949,149 22,047,689 22,125,419 22,233,999 

1 工場当たり車両数 888 892 898 905 911 

注：検査対象車両数は軽自動車を含む
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⑸　関東運輸局管内認証工場数等の推移
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3 ．関東運輸局管内自動車保有車両数

用
途
別

運輸支局
　　　 業態別

車種別
関東運輸局計

東　　京　　支　　局 神　奈　川　支　局

品　川 足　立 練　馬 多　摩 八王子 計 横　浜 川　崎 相　模 湘　南 計

貨
　
　
　
　
　
物

普　通　車

自 400,742 10,823 23,694 9,438 12,286 8,858 65,099 22,030 7,226 14,375 11,500 55,131

営 275,286 11,996 25,606 8,499 8,650 5,019 59,770 17,402 5,903 13,198 8,449 44,952

計 676,028 22,819 49,300 17,937 20,936 13,877 124,869 39,432 13,129 27,573 19,949 100,083

小
　
型
　
車

四　輪

自 1,032,617 52,829 71,351 47,188 44,823 21,977 238,168 75,773 23,071 36,243 32,557 167,644

営 30,601 3,770 5,512 2,712 1,444 567 14,005 2,105 573 1,185 637 4,500

計 1,063,218 56,599 76,863 49,900 46,267 22,544 252,173 77,878 23,644 37,428 33,194 172,144

三　輪

自 231 22 29 22 10 5 88 2 0 6 20 28

営 31 8 14 6 0 0 28 0 0 0 0 0

計 262 30 43 28 10 5 116 2 0 6 20 28

被けん引車

自 3,650 88 108 45 58 64 363 173 40 130 118 461

営 41,481 4,539 3,058 54 189 402 8,242 8,602 1,414 684 443 11,143

計 45,131 4,627 3,166 99 247 466 8,605 8,775 1,454 814 561 11,604

軽自動車
四　輪 1,909,178 54,612 62,057 52,363 73,990 46,233 289,255 106,109 27,207 62,200 72,240 267,756

三　輪 331 15 10 11 26 13 75 25 7 24 16 72

貨　物　車　計 3,694,148 138,702 191,439 120,338 141,476 83,138 675,093 232,221 65,441 128,045 125,980 551,687

乗
　
　
　
合

普 通 車
乗車定員
30名以上

自 6,702 185 288 149 329 237 1,188 491 182 260 171 1,104

営 29,846 2,090 2,345 1,831 1,852 1,135 9,253 3,032 1,109 1,062 1,162 6,365

計 36,548 2,275 2,633 1,980 2,181 1,372 10,441 3,523 1,291 1,322 1,333 7,469

小 型 車
乗車定員

11名以上29名以下

自 23,105 701 775 632 906 568 3,582 1,450 374 847 764 3,435

営 8,046 446 651 333 507 194 2,131 325 81 270 219 895

計 31,151 1,147 1,426 965 1,413 762 5,713 1,775 455 1,117 983 4,330

乗合車合計 67,699 3,422 4,059 2,945 3,594 2,134 16,154 5,298 1,746 2,439 2,316 11,799

乗
　
　
　
用

普　通　車

自 6,247,538 385,728 289,460 296,545 364,710 154,981 1,491,424 594,408 162,254 213,479 233,515 1,203,656

営 27,116 5,805 7,563 5,129 1,103 213 19,813 1,964 444 365 432 3,205

計 6,274,654 391,533 297,023 301,674 365,813 155,194 1,511,237 596,372 162,698 213,844 233,947 1,206,861

小　型　車

自 6,345,055 184,858 222,933 200,731 345,639 164,681 1,118,842 541,183 132,911 242,148 258,353 1,174,595

営 54,824 5,173 10,657 8,489 3,717 753 28,789 5,670 1,481 892 1,305 9,348

計 6,399,879 190,031 233,590 209,220 349,356 165,434 1,147,631 546,853 134,392 243,040 259,658 1,183,943

軽　自　動　車 4,726,218 50,116 86,956 61,587 169,907 132,021 500,587 241,852 48,829 180,442 202,052 673,175

乗　用　車　計 17,400,751 631,680 617,569 572,481 885,076 452,649 3,159,455 1,385,077 345,919 637,326 695,657 3,063,979

特
種
（
殊
）
用
途

普　通　車

自 221,893 9,524 14,288 8,203 10,115 6,123 48,253 16,891 5,387 7,258 7,680 37,216

営 97,103 3,148 6,342 2,531 4,779 2,239 19,039 6,454 3,461 5,127 2,808 17,850

計 318,996 12,672 20,630 10,734 14,894 8,362 67,292 23,345 8,848 12,385 10,488 55,066

小　型　車

自 39,273 1,740 2,406 1,522 1,826 1,124 8,618 2,720 620 1,278 1,374 5,992

営 4,574 373 1,077 291 237 81 2,059 408 52 126 121 707

計 43,847 2,113 3,483 1,813 2,063 1,205 10,677 3,128 672 1,404 1,495 6,699

大型特殊車

自 64,955 3,651 5,578 737 2,063 1,636 13,665 6,483 2,197 2,539 2,067 13,286

営 678 1 101 2 5 10 119 10 9 7 3 29

計 65,633 3,652 5,679 739 2,068 1,646 13,784 6,493 2,206 2,546 2,070 13,315

軽　自　動　車 39,614 1,950 2,281 1,594 2,125 1,159 9,109 3,367 832 1,417 1,551 7,167

特種（殊）用途車計 468,090 20,387 32,073 14,880 21,150 12,372 100,862 36,333 12,558 17,752 15,604 82,247

二
輪
車

小型二輪車 603,311 40,454 34,550 38,331 37,613 18,358 169,306 60,877 16,444 22,429 24,180 123,930

軽 二 輪 車 753,066 75,161 65,039 85,058 52,489 20,393 298,140 88,454 23,119 31,033 31,317 173,923

二 輪 車 計 1,356,377 115,615 99,589 123,389 90,102 38,751 467,446 149,331 39,563 53,462 55,497 297,853

総　 合　 計 22,987,065 909,806 944,729 834,033 1,141,398 589,044 4,419,010 1,808,260 465,227 839,024 895,054 4,007,565

登録自動車数 14,955,347 687,498 693,836 595,089 805,248 370,867 3,152,538 1,307,576 348,789 541,479 563,698 2,761,542

検査自動車数 15,558,658 727,952 728,386 633,420 842,861 389,225 3,321,844 1,368,453 365,233 563,908 587,878 2,885,472

軽自動車数 7,428,407 181,854 216,343 200,613 298,537 199,819 1,097,166 439,807 99,994 275,116 307,176 1,122,093
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埼　　玉　　支　　局 群馬
支局

千　　葉　　支　　局 茨　城　支　局 栃　木　支　局 山梨
支局大　宮 熊　谷 春日部 所　沢 計 千　葉 野　田 習志野 袖ヶ浦 計 水　戸 土　浦 計 宇都宮 とちぎ 計

20,803 16,984 16,525 16,964 71,276 36,665 29,933 9,653 12,456 15,481 67,523 25,814 31,084 56,898 23,954 11,808 35,762 12,388

17,215 12,036 14,692 14,131 58,074 18,601 15,439 6,884 11,272 6,884 40,479 12,040 18,032 30,072 11,972 5,828 17,800 5,538

38,018 29,020 31,217 31,095 129,350 55,266 45,372 16,537 23,728 22,365 108,002 37,854 49,116 86,970 35,926 17,636 53,562 17,926

61,548 31,830 34,845 43,331 171,554 70,540 70,940 25,303 31,760 39,412 167,415 59,769 59,934 119,703 51,055 19,790 70,845 26,748

2,028 531 1,147 1,205 4,911 867 1,182 525 1,086 529 3,322 815 918 1,733 649 256 905 358

63,576 32,361 35,992 44,536 176,465 71,407 72,122 25,828 32,846 39,941 170,737 60,584 60,852 121,436 51,704 20,046 71,750 27,106

12 11 1 9 33 17 10 1 1 5 17 15 13 28 12 5 17 3

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1

12 11 1 9 33 17 11 1 1 6 19 15 13 28 12 5 17 4

165 203 157 148 673 380 412 71 199 115 797 181 284 465 182 221 403 108

598 978 824 907 3,307 2,698 2,111 417 1,814 2,004 6,346 4,051 3,076 7,127 1,537 504 2,041 577

763 1,181 981 1,055 3,980 3,078 2,523 488 2,013 2,119 7,143 4,232 3,360 7,592 1,719 725 2,444 685

76,839 98,909 52,836 78,336 306,920 192,401 126,517 41,293 46,422 97,485 311,717 134,273 135,916 270,189 116,808 45,051 161,859 109,081

9 16 8 24 57 26 13 4 3 12 32 13 13 26 17 3 20 23

179,217 161,498 121,035 155,055 616,805 322,195 246,558 84,151 105,013 161,928 597,650 236,971 249,270 486,241 206,186 83,466 289,652 154,825

329 226 175 281 1,011 415 408 224 336 462 1,430 352 415 767 413 174 587 200

1,340 760 579 1,300 3,979 892 2,398 562 1,301 689 4,950 1,243 1,273 2,516 1,078 227 1,305 586

1,669 986 754 1,581 4,990 1,307 2,806 786 1,637 1,151 6,380 1,595 1,688 3,283 1,491 401 1,892 786

1,108 1,147 668 1,131 4,054 2,227 1,372 603 870 1,184 4,029 1,087 1,584 2,671 1,409 642 2,051 1,056

283 310 151 390 1,134 453 522 145 257 329 1,253 479 675 1,154 512 154 666 360

1,391 1,457 819 1,521 5,188 2,680 1,894 748 1,127 1,513 5,282 1,566 2,259 3,825 1,921 796 2,717 1,416

3,060 2,443 1,573 3,102 10,178 3,987 4,700 1,534 2,764 2,664 11,662 3,161 3,947 7,108 3,412 1,197 4,609 2,202

360,978 209,565 199,830 276,365 1,046,738 403,601 341,096 185,614 248,681 161,981 937,372 288,356 315,311 603,667 286,980 119,840 406,820 154,260

300 132 101 200 733 345 840 140 479 97 1,556 454 360 814 397 66 463 187

361,278 209,697 199,931 276,565 1,047,471 403,946 341,936 185,754 249,160 162,078 938,928 288,810 315,671 604,481 287,377 119,906 407,283 154,447

366,472 260,482 219,721 316,999 1,163,674 475,255 386,597 201,465 244,951 199,705 1,032,718 333,659 382,654 716,313 340,856 145,598 486,454 177,204

2,391 621 1,126 1,289 5,427 1,308 2,060 1,061 1,539 921 5,581 1,129 945 2,074 1,046 449 1,495 802

368,863 261,103 220,847 318,288 1,169,101 476,563 388,657 202,526 246,490 200,626 1,038,299 334,788 383,599 718,387 341,902 146,047 487,949 178,006

243,213 280,770 181,467 261,797 967,247 488,090 311,629 136,765 140,568 220,963 809,925 312,716 324,997 637,713 288,026 142,083 430,109 219,372

973,354 751,570 602,245 856,650 3,183,819 1,368,599 1,042,222 525,045 636,218 583,667 2,787,152 936,314 1,024,267 1,960,581 917,305 408,036 1,325,341 551,825

11,529 7,657 7,676 9,892 36,754 15,614 15,080 5,936 7,844 9,645 36,505 11,923 11,985 23,908 11,210 4,412 15,622 8,021

6,961 3,504 4,862 6,067 21,394 5,281 5,947 2,570 5,341 3,278 17,136 5,172 5,202 10,374 3,210 1,175 4,385 1,644

18,490 11,161 12,538 15,959 58,148 20,895 21,027 8,506 13,185 12,923 53,641 17,095 17,187 34,282 14,420 5,587 20,007 9,665

1,957 1,557 1,177 1,613 6,304 3,094 2,812 873 1,158 1,511 6,354 2,114 2,231 4,345 2,135 841 2,976 1,590

217 78 64 131 490 214 272 66 66 88 492 148 121 269 190 48 238 105

2,174 1,635 1,241 1,744 6,794 3,308 3,084 939 1,224 1,599 6,846 2,262 2,352 4,614 2,325 889 3,214 1,695

2,555 2,231 1,927 2,136 8,849 4,388 4,471 1,123 2,301 3,582 11,477 3,157 2,539 5,696 3,475 1,189 4,664 2,930

14 31 5 14 64 25 90 9 121 34 254 51 53 104 52 23 75 8

2,569 2,262 1,932 2,150 8,913 4,413 4,561 1,132 2,422 3,616 11,731 3,208 2,592 5,800 3,527 1,212 4,739 2,938

2,147 1,538 1,469 1,692 6,846 3,367 2,010 1,045 1,129 1,403 5,587 1,804 1,634 3,438 1,785 735 2,520 1,580

25,380 16,596 17,180 21,545 80,701 31,983 30,682 11,622 17,960 17,541 77,805 24,369 23,765 48,134 22,057 8,423 30,480 15,878

31,316 20,402 17,385 26,730 95,833 34,942 28,874 15,284 20,661 13,064 77,883 22,935 26,800 49,735 27,303 10,319 37,622 14,060

37,549 19,911 13,739 29,785 100,984 30,369 18,741 13,374 18,703 11,233 62,051 19,077 20,196 39,273 24,805 7,350 32,155 16,171

68,865 40,313 31,124 56,515 196,817 65,311 47,615 28,658 39,364 24,297 139,934 42,012 46,996 89,008 52,108 17,669 69,777 30,231

1,249,876 972,420 773,157 1,092,867 4,088,320 1,792,075 1,371,777 651,010 801,319 790,097 3,614,203 1,242,827 1,348,245 2,591,072 1,201,068 518,791 1,719,859 754,961

858,803 550,874 506,253 694,503 2,610,433 1,042,880 883,993 443,245 573,833 445,937 2,347,008 752,009 838,689 1,590,698 742,324 313,250 1,055,574 394,674

890,119 571,276 523,638 721,233 2,706,266 1,077,822 912,867 458,529 594,494 459,001 2,424,891 774,944 865,489 1,640,433 769,627 323,569 1,093,196 408,734

359,757 401,144 249,519 371,634 1,382,054 714,253 458,910 192,481 206,825 331,096 1,189,312 467,883 482,756 950,639 431,441 195,222 626,663 346,227

（平成29年３月末）
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4 ．自動車分解整備事業の認証申請等の提出書類
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5 ．自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔に関する整理表




